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Ｈ21 Ｈ22

1-1-1 騒音測定１　一般道 ○ → ○

定点観測の結果、８地点中７地点は、昨年度に引き続き要請
限度値を満足し、おおむね良好な状況で推移しています。国
道４号巣子付近の１地点で要請限度値を超過しましたので、
今後も騒音調査を継続し、交通量や大型車混入率の実態把握
に努めます。

環境課

1-1-2 騒音測定２　高速道 △ → ○
定点観測の結果、調査した６地点すべてで、環境基準値を満
足しました。高速道管理者が防音壁を設置した効果がみられ
ます。

環境課

1-1-3 騒音測定３　新幹線 △ → ○

定点観測の結果、調査した２地点とも環境基準値を満足しま
した。しかし、両地点とも環境基準値と同値であり、超過の
可能性を否定できないので、監視を継続し超過のときは管理
者に対策を要請する必要があるものと考えています。

環境課

1-1-4
水質調査
　①河川水質調査
　②巣子川水質調査

○ → ○

①調査した５河川すべてで、水素イオン濃度(pH)、生物化学
的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)につい
て、河川Ａ類型の環境基準値を満足しました。

②巣子川下流では、生物化学的酸素要求量（BOD）が、時間帯
が進むに連れて濃度が上昇する傾向がみられ、16時、20時は
河川Ａ類型の環境基準を超過しました。しかし、巣子川の本
流と支流の合流点におけるBOD負荷量は、年々減少傾向が見ら
れます。住宅地新設に関わる下水道の普及による河川への負
荷の低減だと推察されます。巣子川支流と位置づけられる水
路の水環境は改善傾向にあると考えられます。

環境課

測定結果は全て検出限界値未満でした。測定結果について、
ラジオメディカルセンター放射線監視委員会において、検討
評価しています。

(補足：平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の影響）平成
23年4月～7月に採取した試料の測定結果は、全て検出限界値
未満でした。

1-1-6 大気汚染調査 ○ ＝  ○

岩手県の測定結果は、二酸化窒素・浮遊粒子状物質とも、国
が定める環境基準値以下となっています。大気汚染物質濃度
の年平均値は、過去10年間ほぼ横ばいで推移し、大気環境は
おおむね良好に維持されています。

環境課

1-1-7 電磁波調査 ○ ＝  ○
アンテナ柱の新設及び増設設置に関し、相談事業者に地元説
明会開催等を指導しています。

環境課

1-1-8 酸性雨調査 ○ ＝  ○

岩手県の測定結果、pHの平均は5.3となっています。過去10年
間の変動範囲（4.8～5.2）よりも中性寄りでした。

※pH値が小さいほど酸性が強く、逆に大きくなるほどアルカリ性が強く
なります（中性＝ｐH7）。一般的に降雨は、二酸化炭素など自然物質が
溶け込み酸性の状態にあります。

環境課

項目外
原発事故に起因する空中放射線量調査（H23調
査の速報）

平成23年7月、8月及び11月の村内各地の空中放射線量（自然
放射線を含む。）は、1時間0.05～0.15マイクロシーベルトの
範囲でした。これは、通常生活における基準の1時間0.23マイ
クロシーベルト(原発放射線1年1ミリシーベルト相当）未満で
す。今後、年次報告の項目として、基準値など含め調査を行
います。

環境課

1-1-9 清掃センター施設関連

　①最終処分場水質調査
　②旧処分場水質調査
　③焼却施設大気調査

○ ＝  ○
水質、大気ともに、例年通り基準値以下で、周辺環境は良好
に保たれています。今後も、環境への影響を未然に防止する
ために継続して調査を実施していきます。

　補足　原発放射能調査（H23調査の速報)

平成23年7月～現在まで、一般廃棄物の焼却灰は、埋立基準
の8千ベクレル/kgを下まわっています。23年12月から沿岸
被災地災害ごみを受け入れ試験焼却しています。受入前後
で、空中放射線量の差は見られません。（現在、排ガス等
の精密測定中です。）今後、年次報告の項目として調査を
行ないます。

1-2-1 有害化学物質に関する情報収集 ○ ＝  ○
平成18年度に、村公共施設のアスベスト調査・対策を実施し
ており、その後の状況に変化はありません。今後も情報収集
を続けます。

財務課
環境課

1-2-2 ＰＲＴＲ法に基づく届出状況 ○ ＝  ○
岩手県への届出のうち、滝沢村の事業所の届出数は、村内22
事業所（前年比：2減）です。排出量は前年度より減少してい
ます。

環境課

平成22年度環境年次報告書　　　　　　報　告　概　要　一　覧

重点施策１　公害

コメント 担当課

1-1　目標：監視測定体制を確立します。

達成状況取り組み内容

1-2　目標：有害化学物質に関する情報の収集に努め、公表します。

環境課

1-1-5 環境放射能調査 環境課○ ＝ ○
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1-3-1 環境配慮指針の確立 ○ ＝  ○
滝沢村開発行為における環境配慮指針に基づき指導を行って
います。

都市
計画課

Ｈ21 Ｈ22

2-1-1 アイドリングストップなどの啓発 △ ＝ △
ガソリン及び軽油の使用量は、使用回数等から伸び率を勘案
し目標値を設定しています。共に目標は達成したものの、使
用量としては若干増えています。

財務課
環境課

2-1-2 総合学習の活用 ○ ＝  ○
環境教育について、すべての小・中学校で教育課程に位置付
けて取り組んでいます。

教育
総務課

2-1-3 出前講座 ○ ＝  ○
環境関連講座の利用件数は3件、受講者は64人でした。利用件
数は、一定数で推移し、継続して利用されています。

生涯
学習課

2-1-4 青空教室（清掃センタ－施設見学） ○ ＝  ○

毎年500人以上の村内小学校4年生児童が施設見学をしていま
す。また、このほか、幼稚園や雫石町の小学校児童、企業が
ごみ処理施設の見学を行い、環境について学び、理解を深め
ました。

環境課

2-1-5

Ⅰ環境講座「自然観察　～生物多様性～」 ○ ＝  ○
鞍掛山や滝沢森林公園など、村内の自然に親しみながら観察
を行うことにより、生物多様性や自然環境について考える講
座を実施しました。

生涯学習課

Ⅱ少年少女自然教室「水生生物教室」 ○ ＝  ○
環境や生命などを考える目的で、磯場での観察学習、水産科
学館の見学などの体験学習を実施しました。

生涯学習課

2-1-6 環境学習「環境フォーラム」 ○ ＝  ○

「古着とリメイク」をテーマにして、「環境フォーラム”
もったいない学習会”」を開催しました。古着のリサイクル
についての講演、「リメイク服」のファッションショー等を
通じて、環境について学びました。

環境課

2-2-1 たきざわ環境パートナー会議
　①リユ－ス食器プロジェクト
　②ホタル探検隊プロジェクト
　③里山調査隊プロジェクト

○ ＝  ○

①産業まつりで食器の貸し出しと洗浄を行い、ごみの減量化
等を呼びかけました。
②大崎地区での観察会には、延べ129人の参加がありました。
観察地の水生昆虫と水質の調査を行いました。
③滝沢村学習林の植生を調査するため、調査会を実施しまし
た。

環境課

2-2-2 環境基本計画の推進 ○ ＝  ○
たきざわ環境パートナー会議に設置されている進行管理委員
会において、環境基本計画の適正な進行管理のため、施策や
事業の実施状況を検証しました。

環境課

2-2-3 環境ボランティアの育成 － ＝ －

村での具体的な取り組みはありませんでしたが、たきざわ環
境パートナー会議のプロジェクト事業に、大学生が参加し、
運営に協力するとともに、環境保全について学んでいます。
一般の方も、事業の準備、運営に協力してくださる方が多く
なっています。

環境課

2-2-4 環境パートナーシップいわてとの連携 △ ＝ △
環境パートナーシップいわての情報提供などを受けながら、
今後もネットワークづくりに努めていきたいと考えていま
す。

環境課

2-2-5 活動団体の支援 ○ ＝  ○
各まちづくり推進委員会の活動を支援しています。まちづく
り推進委員会の活動に、中学校のＰＴＡが参加するなど、活
動が地域に広まっています。

住民
協働課

環境講座

重点施策２　環境教育・ネットワーク

コメント 担当課達成状況

2-2　目標：住民、住民団体、事業者、行政による環境ネットワークの構築を図ります。

2-1　目標：環境教育、環境学習の充実を図ります。

1-3　目標：開発行為における環境配慮指針の確立に努めます。

取り組み内容

※達成状況（基準等との比較評価）･･･ ○＝目標達成、△＝目標一部達成、×＝目標未達成、－＝未実施事業

※達成状況（基準等との比較評価）･･･ ○＝目標達成、△＝目標一部達成、×＝目標未達成、－＝未実施事業
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Ｈ21 Ｈ22

3-1-1 グリーンツーリズムの推進 ○ ＝  ○

地域資源を活かしたグリーン・ツーリズムを通して、農家と
都市との交流を図りました。平成21年度に設立された滝沢村
グリーン・ツーリズム推進協議会は、受入実践者や実践計画
者、関係機関が連携し活動しています。

農林課

3-1-2 インストラクターの養成 ○ ＝  ○
登録者数は13人（前年と同数）となっています。中心的な担
い手として活躍が期待されています。

農林課

3-1-3

Ⅰ減農薬、有機栽培の推進事業 ○ ＝  ○
現在の減農薬栽培面積は12.3haです。今後もさらにＪＡ、生
産者を中心に調査研究、技術指導を行い、普及拡大を目指し
ます。

農林課

Ⅱ新需要穀類栽培普及事業 ○ ＝  ○
無農薬栽培は、面積及び収穫量が増えない状況となっていま
すが、近年は学校給食に取り入れられたり、一般の購買層の
関心が高いため、今後も取り組みを続けていく方向です。

農林課

3-1-4

Ⅰ農業用廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ適正処理推進事業 ○ ＝  ○
農業用廃プラスチックの適正処理を行っています。農家の利
便性を考慮し、平成17年度から、清掃センターでの処理を実
施しています。

農林課

Ⅱ環境にやさしいりんごづくり推進事業 ○ ＝  ○
フェロモンとラップの平成22年度設置面積は32haでした。環
境にやさしく消費者に受入れやすいりんごづくりを目標にし
ています。

農林課

3-2-1 家畜排泄物の有効利用 ○ ＝  ○
届出目標戸数は達成していますが、今後も特殊肥料販売届出
農家を増やすべく、引き続き巡廻指導を続けていきます。

農林課

3-2-2 堆肥処理施設の整備促進 ○ ＝  ○
対象農家の整備は全て完了済みなので、今後は適正な維持管
理に努めます。

農林課

3-3-1 ISO14001の認証取得の推進 － ＝ －
村内企業などからの問い合わせはありませんでした。現在、
村内の企業では5社が取得しています。

環境課
商工

観光課

3-3-2 ＩＥＳの認証取得の推進 ○ ＝  ○
平成22年6月現在のIES認証取得事業所は県内25社で、このう
ち滝沢字大崎に本社がある事業所が、平成21年度に村内で初
めて認証取得しています。

環境課
商工

観光課

3-3-3 エコオフィスづくりの推進 △ →  ○
ISO手法で計画的にCO2排出量の抑制を図るべく取り組んでい
ますが、平成22年度は、CO2排出量が減少しました。

環境課

3-3-4
事業系一般廃棄物および産業廃棄物の排出抑
制

△ ＝ △
清掃センターへの直接搬入量が増加しました。この要因とし
て、事業活動が活性化したこと等が考えられます。今後、詳
細な要因分析の必要があります。

環境課

3-4-1 キャンプ場の整備 ○ ＝  ○
馬返しキャンプ場、相の沢キャンプ場の適正な管理を実施し
ています。

商工
観光課

3-4-2 ベニヤマザクラ並木などの支援事業 ○ ＝  ○
管理団体などを支援しています。柳沢地域の方々の尽力によ
り、分レから岩手山馬返し登山口までの沿道に、ベニヤマザ
クラや広葉樹が植栽されています。

商工
観光課

3-4-3
イワナなどの自然の恵みを活用した特産品開
発

△ ＝ △
観光パンフレットへのイワナの特産品としての掲載により、
イワナの養殖の振興が図られました。

商工
観光課

※達成状況（基準等との比較評価）･･･ ○＝目標達成、△＝目標一部達成、×＝目標未達成、－＝未実施事業

減農薬、有機栽培の推進

コメント 担当課達成状況

重点施策３　まちづくり・産業

環境保全型農業の推進

3-4　目標：自然と調和した観光の振興を図ります。

取り組み内容

3-2　目標：畜産廃棄物の適正な管理を目指します。

3-3　目標：村内事業所に対し環境に配慮した事業活動を促します。

3-1　目標：環境に配慮した農業を目指します。
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Ｈ21 Ｈ22

4-1-1 自然環境調査の実施 － ＝ －
村立湖山図書館で滝沢村野生生物分布調査報告書（平成１８
年３月発行）の閲覧が可能です。村HPにも分布図が掲載され
ています。

文化
ｽﾎﾟｰﾂ課

4-1-2 水源かん養保安林の保護 － ＝ －
具体的な取り組みはありませんでしたが、滝沢村は水源涵養
保安林が599ha指定されており、その機能が保護、維持されて
います。

農林課

4-1-3 水生生物調査の実施 ○ ＝  ○
平成22年度は、巣子川の本流、支流の2か所で調査を実施しま
した。巣子川本流では、健全な河川環境の維持が確認されま
した。

環境課

4-1-4 農地､緑地の保全 ○ ＝  ○
関連法律等により、乱開発の防止により優良農地保全に努め
ました。平成22年度は9か所の農業施設災害がありましたが、
耕作可能な状態に復旧するための支援を行いました。

農林課

4-1-5 公共施設の緑化１（公園） ○ ＝  ○
引き続き公園の緑化、管理について住民参加の手法も取り入
れながら推進していきます。

河川
公園課

4-1-6 公共施設の緑化２（道路） ○ → －
平成22年は、街路樹を植栽する道路建設等がありませんでし
た。今後も、新規事業があれば、適切な樹種を選定し実施し
ていきます。

道路課

4-1-7 森林の維持保全 ○ ＝  ○

民有林において、植樹等の施業が57.94ha実施されました。施
業面積については、林業の抱えている構造的な要因（外来材
による木材価格の低迷、森林所有者の高齢化に伴う施業減
等）に起因していると考えられます。

農林課

4-1-8 透水性舗装の敷設 ○ → －
平成22年度実施予定の事業が、平成23年度へ繰越となったた
め、平成22年度の敷設はありませんでした。今後も適切な施
工に努めます。

道路課

4-2-1 環境教育、環境学習の推進 ○ → －

小学4年生から6年生までを対象とし、星空の観察に適した滝
沢村の自然環境の保護について考える環境フォーラムを企画
しました。
※東日本大震災発生のため、開催中止。

環境課

災害の防止
岩手山防災樹林帯の整備実績を対象としていましたが、当面
整備計画等がなく、比較検討ができないので今後、項目から
除きます。

4-2-2 水生生物調査の実施～調査を通じた学習 ○ ＝  ○
平成22年度は滝沢東小学校4年生51人が、市兵衛川の底生生物
調査を行い、水質保全と環境を学びました。

環境課

※達成状況（基準等との比較評価）･･･ ○＝目標達成、△＝目標一部達成、×＝目標未達成、－＝未実施事業

達成状況

重点施策４　自然環境

担当課

4-1　目標：村の自然の状況を調査します。

4-2　目標：自然保護の大切さについて学習を進めます。

コメント取り組み内容
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Ｈ21 Ｈ22

5-1-1 ごみ減量の推進 － ＝ －
雫石・滝沢環境組合と連携して、家庭から排出されるごみ、
特に厨芥類（生ごみ）の減量化及び資源化の啓発に努めま
す。

環境課

5-1-2 リサイクル率の向上 ○ → △

資源ごみの直接資源化量や集団資源回収量が、昨年度と比較
し減少しました。また、平成22年度におけるストックヤード
の設置（自治会実施）は、2箇所でした。
盛岡地区衛生処理組合（滝沢村、盛岡市、雫石町）では、し
尿汚泥の堆肥化を行っています。

環境課

5-1-3 集団資源回収活動の推進 ○ ＝  ○
集団資源回収量は減少しましたが、資源回収を実施した団体
数と、回収活動の実施回数が増加しました。資源の再利用に
ついての意識が高まっていると考えられます。

環境課

5-1-4 地域清掃活動の推進 ○ ＝  ○
昨年度に比べ、参加人数は減少しましたが、清掃の実施回数
は増加しました。地域の環境美化に対する意識は高まってい
ると考えられます。

環境課

5-2-1 環境巡視員の配置 ○ ＝  ○
村内巡回による不法投棄の巡視及び調査のほか、産業廃棄物
処理場への立ち入り調査など、ごみの不適正処理を発見する
とともに、その指導を実施しました。

環境課

5-2-2 ポイ捨て防止の啓発 ○ ＝  ○
啓発看板を自治会などの要望を受けて配布・設置していま
す。

環境課

5-2-3 ごみの野焼きの禁止啓発 ○ ＝  ○
広報チラシの配布や小型焼却炉の回収などを実施していま
す。禁止の例外となっている農家の草焼きも、周辺住民へ配
慮した方法での実施を啓発しています。

環境課

5-2-4 ペットのフン害禁止の啓発 ○ ＝  ○
希望する自治会等へ啓発用看板を配布し設置してもらうとと
もに、チラシの提供を行い地域へ配布していただきました。
また、広報へ啓発内容の掲載を実施しました。

環境課

5-3-1 地球温暖化防止の啓発 ○ ＝  ○

岩手県環境アドバイザーと県環境学習交流センター職員を講
師として「エコ教室」を開催しました。料理や家事の方法の
工夫、エコキャンドルやマイ箸の自作を通じて、地球温暖化
防止を考えました。

環境課

5-3-2 エネルギー教育の実施 △ ＝ △ 出前講座や広報掲載による啓発活動に努めています。 環境課

環境チェックリストの作成、配布
当面のところ実施計画がなく、比較検討ができないので今
後、項目から除きます。

担当課

※達成状況（基準等との比較評価）･･･ ○＝目標達成、△＝目標一部達成、×＝目標未達成、－＝未実施事業

5-3　目標：地球環境問題についての学習を進めます。

コメント

5-1　目標：ごみの減量化を図ります。

重点施策５　生活・地球環境

達成状況

5-2　目標：ごみの不適正処理を止めさせます。

取り組み内容
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重重点点施施策策１１  

  
公公    害害 



重点施策１ 公害 

   7 

1－1 目標：監視測定体制を確立します。 

 
1－1－1 騒音測定１ 一般道（担当課：環境課） 

    （詳細は、資料集５ページに掲載。） 
（１）事業内容及び指標等 

滝沢村内の主要な道路に面する地域において、道路交通騒音の実態を現地調査によって把

握することを目的とし、「騒音に係る環境基準」と「自動車騒音の要請限度」を目標数値と

します。 
 
（２）実施状況 

滝沢村内の主要な道路に面する地域のうち、８地点で騒音調査を実施しました。 

 

表１：一般道の騒音レベルと環境基準等との比較               （単位：デシベル） 

地点№ 所在地 時間帯 環境基準 要請限度 平成２１年度 平成２２年度 

№１ 篠木字黒畑地区（国道 46号） 
昼 70 75 71 △ 73 △ 

夜 65 70 63 ○ 65 ○ 

№２ 篠木字樋の口地区（県道） 
昼 70 75 67 ○ 67 ○ 

夜 65 70 60 ○ 60 ○ 

№３ 鵜飼字諸葛川地区（県道） 
昼 70 75 67 ○ 68 ○ 

夜 65 70 60 ○ 61 ○ 

№４ 滝沢字巣子地区（国道４号） 
昼 70 75 73 △ 76 × 

夜 65 70 69 △ 73 × 

№５ 滝沢字野沢地区（県道） 
昼 70 75 67 ○ 66 ○ 

夜 65 70 59 ○ 59 ○ 

№６ 滝沢字葉の木沢山地区（村道） 
昼 60 70 64 △ 65 △ 

夜 55 65 58 △ 60 △ 

№７ 滝沢字穴口地区（村道） 
昼 65 75 64 ○ 67 △ 

夜 60 70 57 ○ 60 ○ 

№８ 滝沢字一本木地区（国道 282号） 
昼 70 75 73 △ 69 ○ 

夜 65 70 68 △ 64 ○ 

※注  ○ ⇒ 環境基準値を超過していない 

 △ ⇒ 環境基準値を超過しているが要請限度を超過していない 

 × ⇒ 両基準・限度とも超過している。 
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（３）評価と今後の取り組み 
測定を行った８地点のうち、昼間と夜間の両時間帯とも、環境基準値を超過しなかった地

点は、４地点（№２、№３、№５、№８）でした。また、２地点（№１、№７）は昼間に環

境基準値を超過しており、昼間・夜間のいずれも環境基準値を超過していた地点は１地点（№

６）、昼間・夜間のいずれも要請限度を超過していた地点は、１地点（№４）でした。 
騒音レベルの経年変化をみると、№８地点が昨年度の騒音レベルと比較し低下がみられま

した。これは、国道２８２号の一本木バイパスが部分開通したことにより、交通量が減少し

たことが原因であると考えられます。 
村内の土地開発や道路整備などの資料として活用するため、今後も、現地調査による騒音

調査を継続実施していく必要があると考えます。 
 

図１：一般道調査位置図（地点№１：篠木字黒畑地区）   写真１：一般道騒音調査実施状況 

 

 

表２：調査地点№１騒音レベル、交通量、平均走行速度等調査結果 

時間区分 
騒音レベル 

（デシベル） 

24 時間交通量（台） 

(毎正時 10 分間交通量の合計) 

平均走行速度 

（km/時） 
大型車 

混入率(％) 
上り  下り  合計  上り 下り 

昼 間 73 2,154  1,803  3,957  48 48 9.9  
夜 間 65 127  161  288  49 50 8.9  
全時間 72 2,281  1,964  4,245  48 48 9.6  
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～ メモ ～ 
 
●音の大きさと影響の目安（デシベル） 
・60デシベル･･･静かな乗用車の中や普通の会話の音で、睡眠への影響が生じます。 

・70デシベル･･･騒々しい事務所や電話のベルの音で、計算力が低下します。 

・80デシベル･･･地下鉄の車内の音で、集中力が低下します。 

・90デシベル･･･騒々しい工場の中の音で、作業量が減少します。 

●環境基準とは？ 

環境基本法第 16 条第 1 項（騒音の環境基準）に基づき、騒音に係る環境上の条件について

生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましいとされた騒音レベ

ルのことです。 

●要請限度とは？ 

要請限度とは、騒音規制法に基づき、市町村長が都道府県公安委員会に対し、道路交通法の

規定による措置を要請することができる騒音レベルのことです。 
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1－1－2 騒音測定２ 高速道（担当課：環境課） 

（詳細は、資料集■ページに掲載。） 
 
（１）事業内容及び指標等 

滝沢村内の高速道路沿道付近における環境騒音の実態を把握するために、騒音調査等を行

うものです。「騒音に係る環境基準（昼間 70 デシベル、夜間 65 デシベル）」を目標数値と

します。 
 
（２）実施状況 

昨年調査した地点に１地点加え、滝沢村内の高速道路近傍の民家６地点で騒音調査のデー

タ収集を行いました。 

 

図２：高速道路騒音調査地点位置図 

 

１ 

２ 

４ 

３ 

５ 

６ 



重点施策１ 公害 

   11 

  

 
（３）評価と今後の取り組み 

測定を行ったすべての地点で、昼間と夜間の両時間帯とも、環境基準値を超過していませ

んでした。昨年環境基準値を超過していた２地点（№３、№５）ついては、高速道管理者

が遮音壁を設置した効果がみられ、大幅に改善されました。 
今後も、高速道路交通騒音の実態を把握するために、現地調査による騒音調査を実施して

いく必要があると考えます。 
 

写真２：高速道騒音調査実施状況 

表３：高速道路の騒音レベルと環境基準との比較            （単位：デシベル） 

地点№ 所在地 時間帯 環境基準値 平成２１年度 平成２２年度 

№１ 滝沢字中村 
昼 70 64 ○ 64 ○ 

夜 65 60 ○ 61 ○ 

№２ 滝沢字湯舟沢 
昼 70 64 ○ 62 ○ 

夜 65 60 ○ 61 ○ 

№３ 滝沢字巣子 
昼 70 72 × 57 ○ 

夜 65 69 × 55 ○ 

№４ 滝沢字後 
昼 70 61 ○ 60 ○ 

夜 65 58 ○ 59 ○ 

№５ 滝沢字湯舟沢 
昼 70 69 ○ 59 ○ 

夜 65 67 × 58 ○ 

№６ 滝沢字巣子 
昼 70   63 ○ 

夜 65   59 ○ 

  ※注  ○ ⇒ 環境基準を超過していない。 

   × ⇒ 環境基準を超過している。 
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1－1－3 騒音測定３ 新幹線（担当課：環境課） 
   （詳細は、資料集■ページに掲載。） 

（１）事業内容及び指標等 
滝沢村内の新幹線騒音の実態を総括的に把握することを目的に、平成１４年１２月八戸新

幹線開業を受け、平成１５年度から調査を実施しています。「新幹線鉄道騒音環境基準」を

目標数値とします。 
 
（２）実施状況 

葉の木沢山の第一種住居地域（１地点）及び滝沢トンネル北口付近の無指定地域（１地点）

の合計２地点で実施しました。 
 

表 ４：新幹線の騒音レベルと基準値との比較              （単位：デシベル） 

地点№ 所在地 用途地域 基準値 平成２１年度 平成２２年度 

№１ 滝沢字葉の木沢山 第１種住居地域 ７０以下 ７０ ○ ７０ ○ 

№２ 滝沢字大崎 無指定 ７５以下 ７１ ○ ７５ ○ 

※注  ○ ⇒ 基準値を超過していない。 

 
（３）評価と今後の取り組み 

調査した２地点とも、新幹線鉄道騒音環境基準値を満足する結果でした。しかし、両

地点とも騒音レベルは基準と同値であり、今後列車の走行状況（速度・編成種別等）に

よっては、環境基準の達成状況が変わる可能性があります。 

現在、東日本旅客鉄道㈱では、新幹線の騒音防止に関する技術の開発・諸施策の実施を推

進し、整備・車両の改善などの対策を積極的に実施していますが、その一方で新幹線の速度

向上も計画されています。 
今後も、新幹線騒音の実態を把握するために、現地調査による騒音調査を実施していく必

要があると考えます。 
 

写真３：新幹線騒音 調査地点№１遠景      写真４：新幹線騒音 調査地点№２遠景 
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写真５：新幹線騒音調査測定機器        写真６：新幹線騒音調査気象観測状況 
 

～ メモ ～ 
 
●基準値とは？ 
環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項の規定に基づく基準で、前身の公害

対策基本法（昭和４２年法律第１３２号）第９条の規定に基づいて、昭和５０年に生活環境

を保全し人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として定められたもの

です。（昭和５０年環境省告示４６号） 
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～ メモ ～ 

●アスベストとは？  

石綿（アスベスト）は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれて

います。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿

などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがありま

す。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていました

が、昭和５０年に原則禁止されました。現在では、原則として製造等が禁止されています。 

石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題とな

るため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防

止等が図られています。 

●石綿が原因で発症する病気 

石綿（アスベスト）の繊維は、肺線維症（じん肺）、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを

起こす可能性があることが知られています（ＷＨＯ報告）。石綿による健康被害は、石綿を扱ってか

ら長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均３５年前後という長い潜伏期間の後発病するこ

とが多いとされています。 

石綿を吸うことにより発生する疾病は、労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労

災保険で治療できます。 

1－2 目標：有害化学物質に関する情報の収集に努め、公表します。 

 

1－2－1 有害化学物質に関する情報収集（担当課：財務課、環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

予防原則に基づき、有害化学物質の情報収集に努めます。 

 

（２）実施状況 

平成２２年度は村独自のアスベスト使用調査は行っておりませんが、岩手県で行っている

調査結果を注視しています。 

平成１７年度に村内小中学校、体育館等の教育関係施設及び役場庁舎など１４施設の調査

を行った結果、アスベスト使用がないことを確認しています。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

平成１７年度にアスベスト使用が確認された２施設の浄水場は、予備施設で稼動していま

せんが、アスベストの飛散の可能性があることから、平成１８年度に除去工事を行っていま

す。なお、岩手県のホームページにて、アスベストに関する情報や化学物質リスク低減推進

のための環境調査結果をご覧になることができます。 

 

■参考：岩手県ホームページ「アスベストに関する情報」について 

URL：http://www.pref.iwate.jp/~hp031501/asbestos/asbestos_index.htm 

■参考：岩手県ホームページ「化学物質リスク低減推進のための環境調査結果」について 

URL：http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=14450 

 

 

 

 

http://www.pref.iwate.jp/~hp031501/asbestos/asbestos_index.htm
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=14450
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～ メモ ～ 

●ＰＲＴＲ法とは？  

平成１１年７月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律」のことです。 

有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あ

るいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組み

について規定されています。 

1－2－2 ＰＲＴＲ法に基づく届出状況（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出さ

れたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを化学物質排

出移動量届出制度に基づき把握します。 

この届出制度は、事業者が有害性のある化学物質について大気、水、土壌への排出量及び

廃棄物を、自ら把握し報告するシステムで、事業者に化学物質の自主的な管理を促し、環境

の保全上の支障を未然に防止する有効な手段となっています。 

 

（２）実施状況 

岩手県への届出のうち、滝沢村の事業所の届出数は２２（前年比：２減）となっています。

排出量については、大気排出量、水域排出量ともに前年度より減少しました。 

移動量についても、前年度より減少しました。 

 

表 14：届出排出量・移動量の集計結果（滝沢村） 

 平成２０年度 平成２１年度 増減 

排出量 大気 ３，４７１ １，８２２ ▲１，６４９ 

水域 ３ ２ ▲１ 

計 ３，４７４ １，８２４ ▲１，６５０ 

移動量 廃棄物 ５，８５０ ２，９４８ ▲２，９０２ 

排出・移動量合計 ９，３２４ ４，７７２ ▲４，５５２ 

※注：平成２１年度分は、平成２２年４月１日から６月３０日までの届出数により算定されています。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

事業者の化学物質の排出量及び移動量について把握することができました。今後も引き続

き、化学物質の排出等の状況を定期的に追跡・評価していきたいと考えています。 

 

■参考：岩手県ホームページ「PRTR インフォメーション」について 

URL：http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=2&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=1442 

 

 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=2&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=1442
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1－3 目標：開発行為における環境配慮指針の確立に努めます。 

 

1－3－1 環境配慮指針の確立（担当課：都市計画課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

開発行為における環境配慮指針に基づき指導していきます。 

 

（２）実施状況 

開発行為における環境配慮指針に基づき、開発事業者を指導しました。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

今後も、開発行為における環境配慮指針に基づき、環境に配慮した適正な開発行為が行わ

れるように、開発事業者を指導していきます。 
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1－1－4 水質調査（担当課：環境課） 

  （詳細は、資料集■ページに掲載。） 
（１）事業内容及び指標等 

滝沢村内の河川等において、水環境の実態を把握するために水質調査を行うものです。 
水浴びのできるきれいな水の保全と水質汚濁の防止に努めるため、「河川の生活環境の

保全に関する環境基準の水道２級、水産１級、水浴」が適用されるＡ類型を目標としま

す。 
 

（２）実施状況 
① 河川水質調査 

生活環境の保全に関する項目（１０項目）について、６河川８地点、年２回の調査を

実施しました。 
 

表５：河川水質調査 調査地点 

地点№ №１ №２ №３ №４ №５ №６ №７ №８ 

調査地点 
越前堰 
下流 

金沢川 
下流 

市兵衛川 
下流 

諸葛川 
下流 

木賊川 
上流 

木賊川 
下流 

巣子川 
上流 

巣子川 
下流 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：水質調査 位置図 
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河川調査地点№8 

河川調査地点№7 

① 

③ 

② 

④ 

⑤ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ ⑫ 

⑬Ｂ 

⑭ 
⑮ 

 
② 巣子川水質調査 

    平成１８年度、平成１９年度の巣子川水質調査において、巣子川支流に流入する排水

等が巣子川に与える影響が大きいことが確認されたことから、巣子川上流～巣子川下流 

１６箇所において、水素イオン濃度（ｐH）、浮遊物質量（SS）、生物化学的酸素要求量

（BOD）の分析と流量の調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４：巣子川水質調査 位置図 

 



重点施策１ 公害 

 16 

（３）評価と今後の取り組み 
① 河川水質調査 
水素イオン濃度（ｐH）、浮遊物質量（SS）、生物化学的酸素要求量（BOD）の調査結果は、

全地点において河川Ａ類型の環境基準を満足しました。 

大腸菌群数は、昨年同様、大部分の地点で基準を超過する結果となりました。これは、大

腸菌群を含んだ生活雑排水や事業場系排水が混入してきていることや、土壌などに含まれる

大腸菌群の影響が考えられます。しかし、大腸菌群数は大腸菌及び大腸菌と極めてよく似た

性質を持つ菌のことをいい、大腸菌それ自体が人の健康に有害なものではなく、公衆衛生上、

O-157等の一部の病原菌が存在する可能性を示す指標とされています。また、全国や岩手県

内においても、河川の大腸菌群数の基準達成度は低いものとなっています。 
 

 

写真７：河川水質調査採取状況          写真８：河川水質調査試料 

 
 

表７：河川水質調査結果 

  年度 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

ｐH 
22 7.5 7.4 7.3 7.6 7.5 7.8 7.6 7.5 

21 7.6 7.6 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

BOD 

(mg/Ｌ) 

22 0.5未満 0.8 1.6 0.8 1.9 0.5未満 0.8 1.8 

21 0.9 0.7 1.5 0.8 1.2 1.2 0.7 3.1 

SS  

(mg/Ｌ) 

22 1未満 3 5 4 3 1 3 3 

21 2 2 6 3 1 3 1 3 

DO 

(mg/Ｌ) 

22 14 13 14 14 11 14 11 13 

21 13 13 12 12 12 13 11 11 

大腸菌群数

(MPN/100mＬ) 

22 2200 17000 1100 4900 79000 330 7000 170000 

21 700 4900 14000 17000 1400 4900 1100 49000 

  ※注 各年度とも年２回の調査のうち、１月調査分の結果  
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② 巣子川水質調査 
水素イオン濃度（ｐH）は、全地点において河川Ａ類型の環境基準を満足しました。 

浮遊物質量（SS）は、上流部№７と下流部№８において、河川Ａ類型の環境基準を満足して

います。調査地点を個別に見ると高い濃度を示す地点もありますが、大部分の地点は流量が

少ないため負荷量としては少なく、巣子川下流部№８に対する影響は小さくなっています。 

生物化学的酸素要求量（BOD）は、上流部№７では河川Ａ類型の環境基準を満足しました

が、下流部№８では、時間帯が進むに連れて濃度が上昇する傾向がみられ、16 時、20 時は

河川Ａ類型の環境基準を超過しました。しかし、巣子川の本流と支流の合流点である地点⑨

における BOD 負荷量は、年々減少傾向が見られます。これは地点⑨の上流部に位置する住宅

地新設に関わる下水道の普及による河川への負荷の低減だと推察されます。巣子川支流と位

置づけられる水路の水環境は改善傾向にあると考えられます。 

巣子川支流における水質の改善傾向が確認されましたが、下流部において改善傾向が見ら

れる結果が得られなかったため、引き続き同様の調査を行い、今後の動向を監視していく必

要があると考えます。 

 

 

写真９：調査地点№８（巣子川下流部）      写真 10：調査地点№７（巣子川上流部） 

 
 

写真 11：調査地点⑨（巣子川本流と支流の合流点）



重点施策１ 公害 

 18 

① 8:00 12:00 16:00 20:00 ② 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.2 7.1 6.8 6.9 pH 7.4 7.5 7.5 7.4
SS mg/L 1 3 27 24 SS mg/L 9 19 25 27
BOD mg/L 1.3 6.1 48 13 BOD mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
流量 L/min 141.5 621.2 1088.6 341.7 流量 L/min 1.6 1.0 1.5 1.3
SS負荷量 mg/min 141.5 1863.6 29392.2 8200.8 SS負荷量 mg/min 14.4 19.0 37.5 35.1
BOD負荷量 mg/min 184.0 3789.3 52252.8 4442.1 BOD負荷量 mg/min 0.0 0.0 0.0 0.0

③ 8:00 12:00 16:00 20:00 ④ 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.3 7.4 7.4 7.2 pH 7.7 8.0 7.8 7.6
SS mg/L 8 <1 <1 4 SS mg/L <1 1 <1 <1
BOD mg/L 8.3 0.8 1.3 6.0 BOD mg/L <0.5 1.0 <0.5 0.5
流量 L/min 21.7 17.0 17.6 22.0 流量 L/min 13.7 24.2 18.6 17.1
SS負荷量 mg/min 173.6 0.0 0.0 88.0 SS負荷量 mg/min 0.0 24.2 0.0 0.0
BOD負荷量 mg/min 180.1 13.6 22.9 132.0 BOD負荷量 mg/min 0.0 24.2 0.0 8.6

⑤ 8:00 12:00 16:00 20:00 ⑥ 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.1 6.9 6.9 6.8 pH 流量なし 流量なし 流量なし 流量なし
SS mg/L <1 <1 <1 <1 SS mg/L
BOD mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 BOD mg/L
流量 L/min 20.8 18.7 17.9 18.9 流量 L/min
SS負荷量 mg/min 0.0 0.0 0.0 0.0 SS負荷量 mg/min
BOD負荷量 mg/min 0.0 0.0 0.0 0.0 BOD負荷量 mg/min

⑦ 8:00 12:00 16:00 20:00 ⑧ 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.1 7.4 7.2 7.0 pH 7.3 7.3 7.4 7.5
SS mg/L 6 1 <1 9 SS mg/L 2 1 <1 1
BOD mg/L 8.7 2.3 0.5 27 BOD mg/L 6.2 7.5 1.3 5.5
流量 L/min 12.4 4.8 4.8 4.8 流量 L/min 5.2 3.4 3.5 3.9
SS負荷量 mg/min 74.4 4.8 0.0 43.2 SS負荷量 mg/min 10.4 3.4 0.0 3.9
BOD負荷量 mg/min 107.9 11.0 2.4 129.6 BOD負荷量 mg/min 32.2 25.5 4.6 21.5

⑨ 8:00 12:00 16:00 20:00 ⑩ 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.5 7.5 7.5 7.4 pH 流量なし 7.5 7.0 7.0
SS mg/L 2 6 3 5 SS mg/L 9 28 74
BOD mg/L 1.3 1.0 1.6 1.5 BOD mg/L 1.6 95 97
流量 L/min 2791.5 4126.4 4245.9 3600.2 流量 L/min 2.4 2.4 5.1
SS負荷量 mg/min 5583.0 24758.4 12737.7 18001.0 SS負荷量 mg/min 21.6 67.2 377.4
BOD負荷量 mg/min 3629.0 4126.4 6793.4 5400.3 BOD負荷量 mg/min 3.8 228.0 494.7

⑪ 8:00 12:00 16:00 20:00 ⑫ 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.4 7.1 7.5 7.5 pH 6.9 7.2 流量なし 流量なし
SS mg/L 5 49 8 7 SS mg/L 75 40
BOD mg/L 0.8 18 0.5 0.5 BOD mg/L 110 71
流量 L/min 87.1 93.3 85.1 121.2 流量 L/min 14.3 8.0
SS負荷量 mg/min 435.5 4571.7 680.8 848.4 SS負荷量 mg/min 1072.5 320.0
BOD負荷量 mg/min 69.7 1679.4 42.6 60.6 BOD負荷量 mg/min 1573.0 568.0

⑬A 8:00 12:00 16:00 20:00 ⑬B 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 流量なし 流量なし 流量なし 流量なし pH 7.8 7.7 7.5 7.6
SS mg/L SS mg/L 3 6 12 6
BOD mg/L BOD mg/L 8.5 21 25 18
流量 L/min 流量 L/min 2.4 0.6 5.8 3.9
SS負荷量 mg/min SS負荷量 mg/min 7.2 3.6 69.6 23.4
BOD負荷量 mg/min BOD負荷量 mg/min 20.4 12.6 145.0 70.2

⑭ 8:00 12:00 16:00 20:00 ⑮ 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.7 7.5 7.3 7.3 pH 7.4 7.4 7.4 7.4
SS mg/L 3 5 3 2 SS mg/L <1 <1 <1 <1
BOD mg/L 1.0 0.5 <0.5 0.6 BOD mg/L 0.5 <0.5 <0.5 <0.5
流量 L/min 797.0 1535.6 1477.6 1059.4 流量 L/min 5.0 11.0 17.1 2.5
SS負荷量 mg/min 2391.0 7678.0 4432.8 2118.8 SS負荷量 mg/min 0.0 0.0 0.0 0.0
BOD負荷量 mg/min 797.0 767.8 0.0 635.6 BOD負荷量 mg/min 2.5 0.0 0.0 0.0

NO7 8:00 12:00 16:00 20:00 NO8 8:00 12:00 16:00 20:00

pH 7.5 7.6 7.5 7.4 pH 7.4 7.5 7.3 7.1
SS mg/L 6 3 1 1 SS mg/L <1 3 2 4
BOD mg/L 0.6 0.8 1.1 1.0 BOD mg/L <0.5 1.8 2.9 4.5
流量 L/min 2975.7 2768.6 2892.2 3401.4 流量 L/min 11784.3 11650.3 10560.5 13821.0
SS負荷量 mg/min 17854.2 8305.8 2892.2 3401.4 SS負荷量 mg/min 0.0 34950.9 21121.0 55284.0
BOD負荷量 mg/min 1785.4 2214.9 3181.4 3401.4 BOD負荷量 mg/min 0.0 20970.5 30625.5 62194.5

 
表８：巣子川水質調査結果（平成２３年１月実施） 
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～ メモ ～ 
 
●河川の生活環境の保全に関する環境基準 

項目 

 

類型 

基準値 

利用目的の適応性 
pH BOD SS DO 大腸菌群数 

AA 
6.5以上 

8.5以下 
1mg/以下 25mg/以下 7.5mg/以上 50MPN/100m 以下 

水道 1級 

自然環境保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
6.5以上 

8.5以下 
2mg/以下 25mg/以下 7.5mg/以上 1000MPN/100m以下 

水道 2級 

水産 1級、水浴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
6.5以上 

8.5以下 
3mg/以下 25mg/以下 5mg/以上 5000MPN/100m以下 

水道 3級 

水産 2級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
6.5以上 

8.5以下 
5mg/以下 50mg/以下 5mg/以上 ― 

水産 3級 

工業用水 1級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
6.0以上 

8.5以下 
8mg/以下 100mg/以下 2mg/以上 ― 

工業用水 2級 

農業用水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
6.0以上 

8.5以下 
10mg/以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

2mg/以上 ― 

工業用水 3級 

環境保全 
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1－1－5 環境放射能調査（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

昭和６３年に日本アイソトープ協会が滝沢村で操業を開始して以来、ラジオメディカルセ

ンター放射線監視委員会を設置して検討評価を行っています。同委員会では、毎年度、環境

放射能測定基本計画を策定し、これに基づき平成２２年度も測定を実施しています。 

 

（２）実施状況 

次の測定項目について測定を行いました。 

ア  ＲＭＣから出される排気、排水に含まれる放射能濃度 

イ  大気中に含まれる環境放射能の測定（ＲＭＣ入り口付近の空間線量率とＲＭＣ周辺８地

点、鵜飼地区 1地点の空間積算線量） 

ウ  環境試料別の測定（ＲＭＣ周辺と鵜飼地区から採取した土壌、河底土、牧草、玄米、河

川水、水道水、牛乳の７種類、合計３８検体についての放射能濃度） 

 

（３）評価と今後の取り組み 

これらの測定結果について、同委員会で検討評価を行ったところ、全て検出限界値未満で

した。測定を開始した昭和６３年度以降の結果と同様に、自然環境への影響はなかったとの

結論に達しています。 

今後も、同委員会において策定された環境放射能測定基本計画に基づき、測定を実施して

いきます。 

社団法人日本アイソトープ協会ホームページで、調査結果などを確認することができます。 

 

■参考：社団法人日本アイソトープ協会ホームページ「茅記念滝沢研究所・周辺環境の管理」について 

URL ：http://www.jrias.or.jp/index.cfm/12,0,82,167,html 

 

1－1－6 大気汚染調査（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

健康に生き続け、清んだ空気を子孫に残す環境づくりを進めるために、大気汚染について

の監視測定に努めます。 

 

（２）実施状況 

村独自の調査は行っていませんが、県が大気汚染防止法第２０条及び第２２条の規定によ

り、県内１０市１町１村で調査を実施しています。村内では、常時観測地が１ヶ所で巣子地

内にあります。 

平成２２年度の測定結果は、二酸化窒素・浮遊粒子状物質とも昨年同様、国が定める環境

基準値以下となっています。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

岩手県の大気汚染物質濃度の年平均値は、過去１０年間ほぼ横ばいで推移し、大気環境は

おおむね良好に維持されています。 

http://www.jrias.or.jp/index.cfm/12,0,82,167,html
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岩手県ホームページで、調査結果などを確認することができます。 

 

■参考：岩手県ホームページ「大気に関すること」について 

URL ：http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=1473 

 

 

 

1－1－7 電磁波調査（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

予防原則に基づき、住民の命と健康を守るため、電磁波、低周波についての情報収集に努

めます。 

 

（２）実施状況 

平成２２年度は、携帯電話アンテナ柱の新設及び既存の携帯電話アンテナ柱へのアンテナ

増設設置が行われましたが、いずれの場合もその管轄自治会長への説明がなされ、ご理解の

もと設置が行われました。 

    

（３）評価と今後の取り組み 

引き続き、電磁波、低周波についての情報収集に努めていきます。 

また、村では、携帯電話用鉄塔の建設に伴う届け出や注意事項などについて、事業者より

相談があった際は、必ず周辺の住民の皆さんや自治会などへの説明を行うよう指導していま

す。 

 

 

 

1－1－8 酸性雨調査（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

酸性雨調査を行い、村の現状の把握に努めます。 

 

（２）実施状況 

村独自の調査は行っていませんが、県では県内４箇所の測定を昭和５９年から継続的に行っ

ています。平成２２年度における県内４地点の水素イオン濃度を測定した結果、ｐＨの平均

は、5.3であり、過去１０年間の変動範囲（4.8～5.3）内でした。 

 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=1473
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～ メモ ～ 
 
●ｐHとは？ 
物質の酸性、アルカリ性の度合いを示す数値のことです。 
pH（potential Hydrogen, power of Hydrogen の略）という記号で表されます。 
pH=7 の場合は中性と呼ばれます。pH が小さくなればなるほど酸性が強いとされ、逆に pH

が大きくなればなるほどアルカリ性が強いとされています。 
 

 

表 10：過去１０年間の降水の水素イオン濃度（ｐH）測定結果 

年度 盛岡市 一関市 宮古市 二戸市 平均 

H13 4.8 (4.3 ～ 6.8) 4.9 (4.2 ～ 6.9) 4.9 (4.0 ～ 7.0) 4.9 (4.4 ～ 6.3) 4.9 (4.0 ～ 7.0) 

H14 5.0 (4.0 ～ 6.4) 5.0 (4.3 ～ 5.5) 5.2 (4.3 ～ 6.5) 5.2 (4.0 ～ 6.5) 5.1 (4.0 ～ 6.5) 

H15 4.8 (4.1 ～ 6.7) 4.9 (4.3 ～ 6.3) 5.3 (4.9 ～ 6.4) 5.3 (4.8 ～ 6.6) 4.9 (4.1 ～ 6.7) 

H16 4.7 (4.1 ～ 5.7) 5.0 (4.4 ～ 6.9) 5.1 (4.2 ～ 6.4) 5.0 (4.3 ～ 6.1) 4.9 (4.1 ～ 6.9) 

H17 4.7 (4.0 ～ 5.8) 4.9 (4.2 ～ 6.2) 5.4 (4.5 ～ 6.9) 5.2 (4.6 ～ 6.8) 4.9 (4.0 ～ 6.9) 

H18 4.7 (4.0 ～ 6.2) 5.0 (4.2 ～ 6.6) 5.1 (4.1 ～ 6.4) 4.9 (4.1 ～ 6.8) 4.8 (4.0 ～ 6.8) 

H19 5.0 (4.2 ～ 6.6) 5.3 (4.5 ～ 6.8) 5.6 (4.6 ～ 7.1) 5.4 (4.5 ～ 6.9) 5.2 (4.2 ～ 7.1) 

H20 4.9 (4.2 ～ 6.5) 5.3 (4.4 ～ 6.8) 5.4 (4.5 ～ 7.3) 5.2 (4.5 ～ 6.9) 5.1 (4.2 ～ 7.3) 

H21 5.0 (4.3 ～ 7.3) 5.4 (4.6 ～ 6.9) 5.4 (4.4 ～ 6.6) 5.6 (4.4 ～ 6.6) 5.3 (4.3 ～ 7.3) 

H22 5.2 (4.8 ～ 6.3) 5.2 (4.7 ～ 6.1) 5.3 (5.0 ～ 5.9) 5.2 (4.6 ～ 6.2) 5.3 (4.6 ～ 6.3) 

 

（３）評価と今後の取り組み 

酸性雨については、基準等は定められてはいませんが、環境省が平成２１年３月に公表し

た「酸性雨長期モニタリング報告書」における平成１５～１９年度の全国の地点別水素イオ

ン濃度年平均値ｐH 4.40～5.04(全平均値ｐH 4.68)よりも中性寄りでした。また、平成１０

年度～１２年度にかけて全国４８地点で実施された第４次酸性雨対策調査の全国平均値 pH 

4.72～4.90と比較すると、ほぼ同値かやや中性（pH 5.6）側のレベルで推移しています。 

これまでのところ、岩手県において酸性雨による植生被害等の影響は報告されていません

が、酸性雨による影響は長期継続的なモニタリング結果によらなければ把握しにくく、また、

湖沼や土壌の緩衝能力低い場合には一定量以上の酸性物質の負荷の集積により急激に影響

が発現する可能性があること等から、引き続き、岩手県による調査・状況の把握をしていく

必要があると考えます。 

 

■参考：岩手県ホームページ「大気に関すること」について 

URL ：http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=1473 

■参考：環境省ホームページ「酸性雨対策調査」について 

URL ：http://www.env.go.jp/air/acidrain/index.html 

■気象庁ホームページ「降水の酸性度」について 

URL ：http://www.data.kishou.go.jp/obs-env/acidhp/acid_rain.htm 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=281&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=59&pnp=261&pnp=281&cd=1473
http://www.env.go.jp/air/acidrain/index.html
http://www.data.kishou.go.jp/obs-env/acidhp/acid_rain.htm
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1－1－9 清掃センター施設関連（担当課：環境課） 

 

ごみ焼却施設等の運営にあたり、施設敷地内や周辺に対 

する公害など環境への影響を未然に防止するために、各種 

調査を行うものです。 

 

 

 

    

（１）事業内容及び指標等                写真 12：滝沢村清掃センター 

① 最終処分場水質調査 

最終処分場関連の水質検査として、原水と放流水、放流先河川、地下水の水質検査を実

施します。 

② 旧最終処分場水質調査 

旧最終処分場の地下水を採取し、水質調査を実施します。 

③ 焼却施設大気調査 

清掃センター１号炉、２号炉それぞれについて、排ガス等のダイオキシン類測定とばい煙

測定を実施します。 

 

（２）実施状況 

① 最終処分場水質調査 

最終処分場内原水の水質について、４０項目、年１回の調査を実施しました。 

最終処分場からの放流水について７項目年１２回、３６項目年１回の調査を実施しました。 

また、最終処分場からの放流先の上流・下流の水質について、９項目年１回の調査を実施、

最終処分場の上流側、下流側の地下水について、２項目年１２回、２８項目年１回の調査を

実施しました。 
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② 旧最終処分場水質調査 

旧最終処分場の上流側、下流側の地下水を採取し、年１２回２項目、年１回２８項目の調

査を実施しました。 

③ 焼却施設大気調査 

清掃センター１号炉、２号炉それぞれについて、排ガス等のダイオキシン類測定を年１回、

ばい煙測定を年２回実施しました。 

 

表 11：排ガス中のダイオキシン類測定結果 

 
平成２１年度 平成２２年度 

１号炉 ２号炉 １号炉 ２号炉 

排ガス 

（ｎｇ－TEQ/m3N ） 

測定値 0.0073 0.011 0.34 0.0026 

法基準値 1 

公害防止協定値 0.1 

飛灰 

（ｎｇ－TEQ/m3 ） 

測定値 0.9 1.2 1.1 1.4 

法基準値 3 

公害防止協定値 協定には含まれていません 

 

表 12：ばい煙測定結果（平成２２年度実施分） 

 １号炉 ２号炉 

１回目 ２回目 １回目 ２回目 

ばいじん(ﾀﾞｽﾄ濃度) 

（ｇ/ｍ3Ｎ ） 

測定値 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 

法基準値 0.08 

公害防止協定値 0.02 

硫黄酸化物量 

（ｍ3Ｎ/ｈ） 

測定値 0.031 0.049 0.033 0.035 

法基準値 82 80 84 82 

公害防止協定値 50 

窒素酸化物濃度 

（volppm） 

測定値 43 71 34 21 

法基準値 250 

公害防止協定値 100 

塩化水素 

（ｍｇ/ｍ3Ｎ） 

測定値 4.2 10 28 9.4 

法基準値 700 

公害防止協定値 50 

 

 

（３）評価と今後の取り組み 

   ① 最終処分場水質調査 

調査の結果、周辺環境への影響が基準以下であることが確認されました。 

今後も、環境への影響を未然に防止するために継続して調査を実施していきます。 
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表 13：清掃センター最終処分場の放流水調査結果（平成２２年度実施分） 

 pH SS 

（mg/L） 

COD 

（mg/L） 

BOD 

（mg/L） 

大腸菌群数 

（個/cm3） 

窒素 

（mg/L） 

リン 

（mg/L） 

基準値 5.8～8.6 200 160 160 3000 120 16 

４月 7.2 1 3.8 1.0 30未満 1.8 0.440 

５月 7.1 1未満 9.2 0.7 30未満 1.0 0.19. 

６月 7.1 1 4.3 0.8 30未満 4.1 0.180 

７月 6.9 1未満 6.8 1.0 30未満 4.1 0.140 

８月 7.2 1 7.9 0.6 30未満 11.0 0.030 

９月 7.1 1 6.9 0.9 30未満 2.0 0.050 

１０月 7.2 2 4.5 1.1 30未満 11.0 0.040 

１１月 7.3 1 4.6 0.5未満 30未満 9.0 0.800 

１２月 7.6 1 6.1 1.0 30未満 1.2 0.080 

１月 7.4 4 7.1 0.6 30未満 1.9 0.050 

２月 7.5 1 1.1 0.5未満 30未満 4.1 0.110 

３月 7.4 1 10.0 0.6 30未満 10.0 0.020 

※注： pH=水素イオン濃度、SS=浮遊物質量、COD=化学的酸素要求量、BOD=生物化学的酸素要求量 

 

② 旧最終処分場水質調査 

調査の結果、周辺環境への影響が基準以下であることが確認されました。 

今後も、環境への影響を未然に防止するために継続して調査を実施していきます。 

 

   ③ 焼却施設大気調査 

調査結果は、いずれも基準値以下で、周辺環境への影響が基準値以下であることが確認さ

れています。 

今後も、環境への影響を未然に防止するために継続して調査を実施していきます。 
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2－1 目標：環境教育、環境学習の充実を図ります。 
 

2－1－1 アイドリングストップなどの啓発（担当課：財務課、環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

役場庁内の省エネ対策の一環で、財務課の公用車管理に伴う燃料消費削減に努めます。 

 

（２）実施状況※財務課報告分のみの結果 

ガソリン及び軽油の使用量につきましては、使用回数等から伸び率を勘案し、目標値を

設定しています。共に使用量としては若干増えていますが、平成２２年削減率は、ガソリ

ンが目標値の 6.6％、軽油が 1.5％となっています。 

             

表 15：公用車燃料使用量                    （単位：リットル） 

項  目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

ガソリン 実績 4,936 4,450 5,246 5,847 6,487 

前年比  ▲486 796 601 640 

軽  油 実績 6,625 8,036 7,119 7,184 8,407 

前年比  1,411 ▲917 65 1,223 

 

（３）評価と今後の取り組み 

これからもアイドリングストップの徹底、公用車管理における燃料消費削減を図るべく、

啓発運動を定期的に呼びかけるなどしていきます。 

 

 

 

2－1－2 総合学習の活用（担当課：教育総務課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

各学校では、理科、社会、家庭科、技術・家庭科等、すべての教育活動を通じて環境教

育に取り組んでいます。特に、小学校の「総合的な学習の時間」においては、環境教育に

係る地域や各学校の特色を生かした体験的な学習を推進しているところです。 

 

（２）実施状況 

「総合的な学習の時間」を活用し、各学校で外部講師等を招き、環境教育・環境学

習の取組みを子どもたちが自主的に行いました。 

村が予算面で支援した主な活動は次のとおりです。 
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表 16：「総合的な学習の時間」のうち村が予算面で支援した主な活動 

学校名 活動内容 

1 篠木小学校 田植え、稲刈り、脱穀、学区探検 

2 滝沢小学校 米々大作戦 

3 滝沢第二小学校 村の人々の仕事、大豆の力 

4 鵜飼小学校 稲刈り、りんごはかせになろう 

5 一本木小学校 そばの種まき、刈り取り、脱穀、そば打ち体験 

6 姥屋敷小学校 そば蒔き、そば刈り、そば脱穀、そば打ち体験、きび団子つくり 

7 柳沢小学校 稲作体験、そば蒔き・刈り取り・そば打ち 

8 滝沢東小学校 環境問題を考える、滝沢の食文化を学ぶ 

 

（３）評価と今後の取り組み 

「総合的な学習の時間」は、子どもたちがさまざまな分野の中から課題を決めて学習す

ることになりますが、各学校では環境教育に関わる内容も取り上げて授業をしています。 

環境教育については、理科、社会、家庭科、技術・家庭科等、すべての学校で教育

課程に位置付けて取り組んでいますが、行政としては各学校の環境教育が一層充実す

るよう継続して支援していきます。 

 

写真 13：「総合的な学習の時間」    写真 14：「総合的な学習の時間」 

 

 

 

 

2－1－3 出前講座（担当課：生涯学習課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

出前講座は、職員の専門知識を地域活動へ役立てようという趣旨のものとに行われてい

ます。そのメニューの中に環境学習に関するものを用意し、環境教育の振興に役立てるも

のです。「環境学習のメニューを継続して用意すること」と「環境学習に関する出前講座メ

ニューの利用を促進すること」が目標となっています。 
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（２）実施状況 

平成２２年度における環境教育、環境学習に関する出前講座は３件で、受講者は６４人

であり、地域住民による環境学習が行われています。 

 

表 17：環境教育、環境学習に関する出前講座の実績 

 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

出前講座（件） ２ ３ ４ ４ ３ 

受講者数（人） １３０ ８５ １１０ １１５ ６４ 

 

表 18：環境教育、環境学習に関する出前講座実施内容（平成２２年度分） 

実施日 講座メニュー 団体名 受講者数 

４月１９日 地球にやさしい省エネライフ 滝沢未来塾 14人 

１１月１７日 ごみの出し方・分け方について まつぼっくり語ろう会 20人 

２月２７日 地球にやさしい省エネライフ 鵜飼南自治会婦人部 30人 

 

（３）評価と今後の取り組み 

環境に関する講座は、１９年度が３件、平成２０年度と平成２１年度が 4 件、平成２２

年度が３件と一定数を推移していますが、例年継続して着実に利用されています。 

今後も、講座に関する相談・問合せがあった機会を活用し、環境関係講座の周知を図り、

環境教育を推進していきたいと考えています。 

 

 

 

2－1－4 青空教室（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

ごみ処理施設、資源回収施設、最終処分場を見学していただき、「ごみの収集、処理、回

収、処分」の一連の流れを視察体験することにより、ごみの適正な処理及びごみの減量化、

リサイクルについて学ぶ機会を提供します。 

 

（２）実施状況 

    村内の小学生（４年生）を対象に、ごみ処理施設、資源回収施設、最終処分場等の施設

見学を実施しました。 

表 19：清掃センター見学児童数（村内小学校４年生） 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

見学児童数 

（人） 
543 589 542 528 547 
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（３）評価と今後の取り組み 

各学校の児童数の減尐等により、見学児童が減尐した年度もありましたが、毎年 500人

以上の村内小学校児童が施設を見学しています。また、このほか、幼稚園や雫石町の小学

校児童、企業の方がごみ処理施設の見学を行い、実体験を通して環境について学んでいま

す。 

この取り組みは、環境教育・環境学習に関する理解を深める上で効果があると考えられ

るため、継続して取り組みたいと考えています。 

 

 

 

2－1－5 環境講座（担当課：生涯学習課） 

 

Ⅰ 環境講座｢自然観察 ～生物多様性～｣ 

（１）事業内容及び指標等 

多彩な面をもつ「環境」に関して、色々な切り口から学ぶために環境講座を行います。 

 

（２）実施状況 

    平成２２年度は国際生物多様性年であることから、森林インストラクターと環境省自然

公園指導員を講師として、生物多様性について考える講座を開催しました。鞍掛山や滝沢

森林公園など、村内の自然に親しみながら観察を行うことにより、自然環境について考え

ました。 

写真 15：「環境講座」（鞍掛山）       写真 16：「環境講座」（鞍掛山） 

 

（３）評価と今後の取り組み 

地形、樹木や植物、動物の種類などの自然観察により、生物多様性や自然環境について

学習する機会を提供することができました。 

今後も、様々なテーマを取り上げながら、環境について学習する場として「環境講座」

を実施していきたいと考えています。 
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Ⅱ 少年少女自然教室｢水生生物教室｣ 

（１）事業内容及び指標等 

身近な自然の中に生きている水生生物の生態について知ると共に、自然の営みの不思議

さと素晴らしさ、自然環境保護への理解を深めることを目的としています。 

 

（２）実施状況 

 写真や標本を使って磯に生息する水生生物の生態について学び、磯場の水生生物観察学

習を行いました。また、岩手県立水産科学館を見学し、三陸海岸の海岸地形、水産漁業に

ついての理解を深めました。 

期  日 平成 22 年７月 22日 ・午前 8時～午後 17時 

場  所 宮古市・浄土ヶ浜磯場 県水産科学館ウォリヤス 

参加人数 20人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 17：「水生生物教室」磯場の観察   写真 18：「水生生物教室」磯場の観察 

 

（３）評価と今後の取り組み 

自然の営みの不思議さと素晴らしさ、自然環境保護への理解を深める機会を提供するこ

とができました。 

今後も実施内容や手法を検討しながら、環境教育に関する教室を開催したいと考えてい

ます。 

 

 

 

2－1－6 環境学習「たきざわ“もったいない”学習会」（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

循環型社会の構築に向け、村のごみ処理の現状を住民へ情報提供するとともに、身近な

環境問題に対する実践活動の情報共有を図り、環境保全活動の活性化を図ることを目的に、

平成２２年度環境フォ－ラム「たきざわ“もったいない”学習会」を平成２２年１１月２

０日に開催しました。 

 

（２）実施状況 
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平成２２年度は「古着とリメイク」をテーマとして、古着のリサイクルについての講演、

不要になった衣類等を新たな洋服等へと作り直した「リメイク服」のファッションショー

を行いました。ファッションショーでは、製作者から、「どんなものをリメイク服へと作り

直したのか」「製作にあたって工夫したところ」等ともに、エコ活動やリサイクルについて

の思いについても発表してもらいました。 

また、フォーラム開催にに先立ち、環境美化絵画コンクールの表彰と優良ごみ集積所の

表彰を行いました。 

写真 19：「リメイク服」ファッションショー     写真 20：「リメイク服」製作者 

 

 

（３）評価と今後の取り組み 

環境をテーマとしたこのようなイベントは６回目となります。 

毎回、１００人を越える参加があり、今年度も１２０人の方が参加しました。今後も、

多くの方々が環境について学習することができる場として「環境フォーラム」を開催し、

環境に関するさまざまな情報を提供できるよう、内容についても工夫を重ねて行きたいと

考えています。 
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2－2 目標：住民、住民団体、事業者、行政による環境ネットワークの

構築を図ります。 
 

2－2－1 たきざわ環境パートナー会議（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

平成１６年７月２５日に、住民、住民団体、事業者、村が協働して環境の保全と創造に

ついて意見交換する場として「たきざわ環境パートナー会議」が設立され、様々な実践活

動をしています。 

 

（２）実施状況 

平成２２年度は、６月４日に環境パートナー会議総会が開催され、前年度の事業報告と

当年度の事業計画などを審議しました。 

環境パートナー会議総会に設置されている委員会のうち、進行管理委員会は３回開催さ

れ、滝沢村環境基本計画の適正な進行管理のため、施策や事業の実施状況を検証し、年次

報告書の案を作成しました。運営委員会は２回開催され、平成２３年度主催事業について

検討を重ねました。 

また、平成２２年度は「リユース食器によるごみ減量大作戦」、「ホタル探検隊」「と

び出せフィールド！里山調査隊」の３つのプロジェクトが事業を実施しました。これ

らのプロジェクトが実施した事業には、会員だけではなく、内容に賛同する多くの方々

の参加がありました。 

 

① リユース食器によるごみ減量大作戦プロジェクト 

平成２２年度滝沢村産業まつりにおいて、食品出展企業へのリユース食器の貸出及び洗

浄を行いました。リユース食器が普及し活用率が向上するように、参加した食品出展企業

へ活用を働きかけるとともに、来場した方々にリユース食器の使用によるゴミの減量化を

よびかけました。また、食器洗浄ボランティアには、多くの大学生の参加協力があり、リ

ユ－スの輪がさらに広がっています。 

 

写真 21：リユース食器啓発テント        写真 22：リユース食器返却場所 
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② ホタル探検隊プロジェクト 

滝沢村の自然環境をホタルに焦点を当てて調査し、ホタルマップを作成しています。 

５年目の実施となった大崎地区のホタル観察会には、延べ１２９人の参加がありました。

実施にあたっては、会員のみならず村民や大学生ボランティアなどの幅広いつながりが生

まれています。また、ホタル観察会を実施した沢の水生昆虫の調査と水質調査を実施しま

した。この調査は継続して実施しており、３年目となります。 

 

写真 23：ホタル観察会            写真 24：水生昆虫調査 

 

 

③とび出せフィールド！里山調査隊プロジェクト 

滝沢村学習林周辺の植生を調査するため、小学生を対象とした調査会を実施しました。 

ビンゴ用紙に見つけた草木を記載していくゲームや、好きな草花を使って植物のたたき

染めなど、体験型の調査をすることにより、森林保全についての意識づくりも行いました。 

 

写真 25：里山探検隊 調査会        写真 26：里山探検隊 調査会 

 

（３）評価と今後の取り組み 

環境パートナー会議の３つのプロジェクトが実施した事業へは、会員だけではなく、多

くの方の参加協力があり、活動の輪が広がっています。 

それぞれのプロジェクトが、最終目標としていることを達成するためには長期に渡る活

動が必要なため、さらに活動の輪を広げながら活動を継続していきたいと考えています。 
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2－2－2 環境基本計画の推進（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

平成１６年度の「たきざわ環境パートナー会議」の設立を受け、組織として環境基本計

画の推進に取り組みます。 

 

（２）実施状況 

環境パートナー会議総会に設置されている進行管理委員会は３回開催され、滝沢村環境

基本計画の適正な進行管理のため、施策や事業の実施状況を検証し、年次報告書の案を作

成するとともに、滝沢村環境基本計画の進行管理調査指標の検証を一部行いました。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

住民との協働が現実のものとして育っています。 

協働で行う環境年次報告書の原案づくりの仕組みが構築されましたので、今後も引き続

き年次報告書及び基本計画の推進に取り組みます。 

 

 

 

2－2－3 環境ボランティアの育成（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

環境ボランティアを育成し、環境保全活動への参加を支援します。 

 

（２）実施状況 

平成２２年度も、環境パ－トナ－会議のプロジェクト活動に賛同した多くの方々が、ボ

ランティアとして参加協力くださいました。 

 

写真 27：ホタル観察会ボランティアスタッフ 

 

（３）評価と今後の取り組み 

村での具体的な取り組みはありませんでしたが、環境パートナー会議のプロジェクトに、
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大学生がボランティアとして参加し、事業の運営に協力するとともに、環境保全等につい

て学んでいます。また、一般の方も、事業の準備、運営に協力してくださる方が多くなっ

ています。 

環境問題に対して、住民、事業者、村がそれぞれの役割を果たしつつ、お互いに補完・

協力し合いながら取り組んでいく必要があることから、現在積極的に参加してくださる方

との連携を深めていくとともに、新たな環境ボランティアの育成のための事業を実施して

いきたいと考えています。 

 

 

 

2－2－4 環境パートナーシップいわてとの連携（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

環境保全活動のネットワークづくりを進めるために、環境パートナーシップいわてとの

連携を深めます。 

 

（２）実施状況 

環境パートナーシップいわてには、設立（平成１４年度）当初より団体加入し、県内各

地の活動団体等の情報等が得られています。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

環境パートナーシップいわてのイベントやシンポジウムなどへの参加、環境トピックス

などの情報提供などを受けながら、ネットワークづくりに努めていきたいと考えています。 

 

■参考：岩手県ホームページ「特定非営利活動法人 環境パートナーシップいわて」について 

URL ：http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?of=1&ik=0&cd=32094 

■参考：特定非営利活動法人 環境パートナーシップいわてのホームページ「IWATE－ECO（イワテエコ） 

URL ：http://www.iwate-eco.jp/ 

 

 

 

2－2－5 活動団体の支援（担当課：住民協働課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

滝沢地域デザインに掲げるまちづくり方針に基づき、地域の方が企画立案した事業を推

進することを目的に、各地域まちづくり推進委員会が行う環境関連活動への支援（補助金

交付、会議出席・助言、事業参加）を行いました。 

 

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?of=1&ik=0&cd=32094
http://www.iwate-eco.jp/
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（２）実施状況 

    ８地域で、１０事業が実施されました。すべての事業が継続事業として実施されていま

す。 

表 20：まちづくり推進委員会実施事業（平成２２年度分） 

地域名 事業名・内容 

大釜 八幡館山歴史史跡環境整備事業（平成２０年度からの継続事業） 

・中世の遺跡である八幡館山の草刈等の環境整備 

篠木 田村神社周辺の水路敷き環境整備事業（平成１７年度からの継続事業） 

・越前堰用水路法面のアヤメ等による緑化、草刈等の環境整備 

大沢 せせらぎ水路整備事業（平成１８年度からの継続事業） 

・植樹及び草刈等の清掃事業 ・地域の子ども達を対象とした自然観察会の実施 

鵜飼 チャグチャグ馬コ行進路アヤメ植栽事業（平成１８年度からの継続事業） 

・アヤメの植栽 ・株分けによる道路美化事業 

元村 元村地域河川清流化推進事業（ＥＭ）（平成１８年度からの継続事業） 

・EM使用（家庭配布）による河川清流化 ・地域の河川の水質検査 

東部 巣子川河川清流化事業（平成１６年度からの継続事業） 

・ＥＭ菌の培養、放流 

植物での安らぎ地域づくり推進事業（平成１６年度からの継続事業） 

・村のシンボルフラワーであるヤマユリの植栽 

柳沢 自然環境の創造事業（平成１６年度からの継続事業） 

・岩手山麓へ広葉樹の植樹 

景観形成住民協定づくり（平成１６年度からの継続事業） 

・柳沢の景観を守るため住民、企業などに働きかけ景観形成住民協定の締結 

一本木 通学路環境整備事業（平成１７年度からの継続事業） 

・一本木地区の通学路の草刈等を行い環境美化と児童生徒の安全を確保 

 

（３）評価と今後の取り組み 

村としては、事業実施にあたり助言をしたり、直接事業に参加したりして、各地域まち

づくり推進委員会の活動を支援することができました。各地域では、村からの補助の有無

に関わらず環境整備の活動を続けており、その意識の高さが活動の周知につながっていま

す。 

まちづくり推進委員会の会員だけではなく、中学校のＰＴＡも多数加わる事例もあり、

まちづくり推進委員会の活動が地域に広まっています。 

平成２３年度は、各まちづくり推進委員会が進めようとする事業を、まちづくり協働推進

職員をはじめ、村も協働で推進していくよう、支援を行っていきます。（『地域ビジョン』

の推進） 
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写真 28：篠木 アドプト活動モデル賞 受賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 29：一本木 通学路清掃     写真 30：鵜飼 チャグチャグ馬コ行進路清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 31：大沢 せせらぎ水路清掃      写真 32：元村 ＥＭ学習会 

しのぎ夢まちづくり委員会は、平成 17 年

に越前堰土地改良区とアドプト・プログラ

ム協定を締結し、「田村神社周辺の水路敷

き環境整備事業」として、用水路周辺の整

備を続けています。その活動が評価され、

平成 22 年の第 3 回岩手県アドプト活動モ

デル賞表彰を受賞しました。 



重点施策２ 環境教育・ネットワーク 

 44 

 

～ メモ ～ 

 

●アドプト活動とは？ 

アドプトが「養子縁組をする」という趣旨から、地域の団体等が、道路や河川などのごみ

の清掃や植栽等をボランティアで行い、道路や河川など公共空間をわが子のように面倒をみ

ていく活動です。 

1985年頃、米国のテキサス州交通局において、ハイウェイのゴミ清掃に市民グループや企

業が参加した活動が始まりとされています。日本では 1998年から導入が始まりました。 

 

●EM とは？ 

Effective Microorganisms の略語で、有用な微生物群という意味。自然界から採取し、抽出、

培養した微生物です。 
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重重点点施施策策３３  

  

  

ままちちづづくくりり・・産産業業  
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3－1 目標：環境に配慮した農業を目指します。 

 

3－1－1 グリーン・ツーリズムの推進（担当課：農林課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

村では、岩手県グリーン･ツーリズム推進協議会に加入し、村内の農林漁業体験民宿、体

験交流施設、グリーン・ツーリズム体験インストラクター等に対して、情報の提供を行いま

す。 

村のホームページにおいて、グリーン･ツーリズム体験施設のリスト、案内図を掲載し、

村内外にＰＲを実施します。 

地域資源を生かしたグリーン・ツーリズムを通して都市との交流を進めることが目標です。 

 

（２）実施状況 

    

（３）評価と今後の取り組み 

これらの取り組みは、農家と都市との交流及び地域の活性を図る上で効果がありました。 

HP 等をより積極的に活用し、地域からの発信を高め、グリーン・ツーリズムの推奨をより

一層図ります。平成２１年は滝沢村グリーン・ツーリズム推進協議会が設立され、今後も活

動が期待されます。 

表 21：グリーン･ツーリズム関連施設利用状況 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

グリー

ン・ツ

ーリズ

ム関連

施設 

農 家 

民 宿 

1 軒 

利用者 142人 

1軒 

利用者 352人 

1軒 

利用者 150人 

1軒 

利用者 308 人 

1軒 

利用者 308人 

観 光 

農 園 

2 軒 

利用者 3,046人 

2軒 

利用者 2,200人 

3軒 

利用者 1,345人 

2軒 

利用者 2,015 人 

2軒 

利用者 2,005人 

農家レス

トラン 

1 軒 

利用者 1,150人 

1軒 

利用者 1,120人 

1軒 

利用者 816人 

1軒 

利用者 985 人 

1軒 

利用者 980人 

農業体験

施設 

   1軒 

利用者 15人 

1軒 

利用者 87人 

HP 掲載件数 

利用者数 

5 件 

4,338人 

5件 

4,456人 

４件 

3,672人 

４件 

3,672人 

３件 

3,380人 

～ メモ ～ 

 

●グリーン・ツーリズムとは？ 

山林や農漁村の暮らしを体験したり、交流を楽しむ 

滞在型の余暇活動のことで、ヨーロッパで生まれ 

広まりました。 
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3－1－2 インストラクターの養成（担当課：農林課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

地域の資源を有効に活かし、農林漁業体験等を通じて、都市の人との交流を推進する体験

インストラクター育成のため、グリーン･ツーリズムに関心のある方に対して、インストラ

クター取得研修の受講について案内し、育成を図ります。 

地域資源に関するサービスを提供する人材を育て、グリーン･ツーリズムを農山漁村に根

付かせます。 

 

（２）実施状況 

表 22：インストラクター登録者、アカデミー受講者数 

 いわて G・T 

インストラクター登録者 

北東北 G・T 

アカデミー受講者 

主 宰 県 国 

～平成１７年度 12 2 

平成１８年度 0 0 

平成１９年度 0 0 

平成２０年度 1 0 

平成２１年度 0 0 

平成２２年度 0 0 

累 計 13 2 

 ※注：表中の「G・T」とは、「グリーン・ツーリズム」の略です。 

    

（３）評価と今後の取り組み 

いわてＧ・Ｔインストラクター登録者は、現在１３人です。グリーン・ツーリズムの中心

的な担い手として活躍されているため、今後も登録者の増加に努めます。 

 

 

 

3－1－3 減農薬、有機栽培の推進（担当課：農林課） 

 

Ⅰ 減農薬、有機栽培の推進事業 

（１）事業内容及び指標等 

環境にやさしい減農薬栽培である限定栽培と通常の慣行栽培の生育調査圃
ほ

を設置し､地域

ごとの自然条件に適合する栽培体系の調査研究を行ってきました。生産者への技術指導等に

活用しながら限定米栽培の向上と普及を目指すとともに、良質米の安定生産を図ることを目

的としていましたが、事業完了に伴い、調査は平成 18 年度からしておりません。現在は、

ＪＡ、生産者を中心に、自主的な取り組みが行われております。 
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～ メモ ～ 

 

●栽培方法 

・減農薬栽培･･･通常栽培時に使用される農薬の 5 割以下で栽培する方法 

・無農薬栽培･･･化学肥料を使用する場合もあるが、農薬は使用しない栽培方法 

・有機栽培 ･･･一定の場所で一定期間以上無農薬・無化学肥料で栽培する方法 

（２）実施状況 

表 23：生育調査実施状況 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

生育調査設置数 

（か所） 
なし なし なし なし なし 

減農薬栽培米実施面積 

（ｈａ） 
22.4 21.8 27.5 27.2 12.3 

 

（３）評価と今後の取り組み 

生育調査圃設置を行い適作地試験を続け、減農薬栽培米の普及拡大を目指しています。今

後もＪＡ、生産者を中心に調査研究、技術指導を行っていきます。 

 

 

 

 

Ⅱ 新需要穀類栽培普及事業 

（１）事業内容及び指標等 

無農薬栽培で、健康食として注目されている「いなきび」「たかきび」「あわ」「ひえ」「ア

マランサス」等の新需要穀類は、学校給食等の食材として取り入れるところが多くなってき

ており、今後さらに需用の拡大が期待される作物のひとつです。そのため、JA 新岩手で組

織する雑穀部会が中心となり、新需要穀類を栽培している生産者個々の栽培技術の向上を図

りながら、安定多収技術の確立を目指すとともに、村内外における消費者に広く PR・交流

活動を行いながら普及・消費拡大を図ることを目的としています。 
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（２）実施状況 

表 24：新需要穀類栽培状況 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

ａ 栽培面積 

（a） 
179.5 104.5 130.0 128.0 96.0 

ｂ 栽培農家戸数 

（戸） 
48 49 34 31 28 

ｃ 収穫量 

（kg） 
2,979 1,987 1,899 1,684 846 

10ａ当たり収量 

（ｃ／a×10） 
165 190 146 132 88 

 

（３）評価と今後の取り組み 

無農薬栽培は人手がかかることから、なかなか面積及び収穫量が増えない状況となってお

りますが、近年は学校給食に取り入れられたり、一般の購買層の関心が高まり、更に消費も

着実に拡大しつつあるため、今後も取り組みを続けていく方向です。 

 

 

 

3－1－4 環境保全型農業の推進（担当課：農林課） 

 

Ⅰ 農業用廃プラスチック適正処理推進事業 

（１）事業内容及び指標等 

農業用廃プラスチックは、産業廃棄物として取り扱われ、農業者が自らの責任において適

性に処理することが法律で義務付けられていますが、一般的に農業者は他産業と比較して零

細であり、さらには個々の排出量が少ない上、その発生場所が広く分散していることから、

農業者個々の努力のみでは適正処理が困難な状況にありました。そこで、平成１１年度に関

係機関で組織する「滝沢村農業用廃プラスチック適正処理推進協議会」を組織し、環境に配

慮したリサイクル処理を原則とし、適正に回収処理を実施してきました。 

平成１７年１０月からは、農家の利便性を考慮し滝沢村清掃センターでの受け入れを行っ

ています。 

村内農家から排出される農業用廃プラスチックの適正処理を図り、農村環境の保全と産業

廃棄物の適正処理を図ることを目標にしています。 
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（２）実施状況 

表 25：農業用廃プラスチック処理状況                  （単位：kg） 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21 年度 平成 22年度 

塩化ビニール系 18,690 8,420 7,590 8,410 6,080 

ポリエチレン系 50,240 60,840 57,160 63,830 62,870 

農薬ビン － － － － － 

計 68,930 69,260 64,750 72,240 68,950 

 

（３）評価と今後の取り組み 

農業用廃プラスチックの適正処理が図られ、清掃センターでの処理は、農家にとって利便

性が高まりました。 

 

Ⅱ 環境にやさしいりんごづくり推進事業 

（１）事業内容及び指標等 

りんごの害虫の発生状況を把握するフェロモントラップと害虫の発生を減らす交信撹乱

剤を利用したりんごの防除体制を組み立て、殺虫剤の散布回数を削減した環境にやさしいり

んごづくりの推進と普及拡大を図ることを目的としています。 

環境にやさしく消費者に受入れやすいりんごづくりを目標にしています。 

 

（２）実施状況 

表 26：フェロモントラップ設置状況 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

ａ 設置面積 

（ha） 
42 43 35 35 32 

ｂ りんご作付け面積 

（ha） 
74 68 68 68 68 

ｃ 設置面積の割合 

（ａ／ｂ） 
57％ 63% 51％ 51％ 47％ 

 

（３）評価と今後の取り組み 

農産物の安全性に対する消費者の関心は、近年急速に高まりつつあり､りんご購入の際の

重要な判断基準となってきています。 

環境保全型農業の推進は図られつつあります。 
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3－2 目標：畜産廃棄物の適正な管理を目指します。 

 

3－2－1 家畜排せつ物の有効利用（担当課：農林課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

堆肥利用の促進については、畜産・酪農家のほとんどが自己消費型ですが、それ以上の堆

肥生産が見込まれる畜産・酪農家は、既に、全戸とも堆肥販売をする上で必要になる「肥料

取締法による特殊肥料の届出」を届け出済みとなっています。 

    

（２）実施状況 

特殊肥料販売届出巡回指導農家目標１２戸に対し、１２戸が届け出ていましたが、廃業や

規模縮小により、平成２２年度は９戸となっています。 

    

（３）評価と今後の取り組み 

今後も特殊肥料販売届出農家を増やすべく、引き続き指導を続けていきます。 

 

 

 

3－2－2 堆肥処理施設の整備促進（担当課：農林課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

あらたに整備を必要とする農家はありませんので、今後は堆肥処理施設の適正な維持管理

に努めます。 

 

（２）実施状況 

既に対象農家の整備が全て完了しています。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

堆肥処理施設の整備により、河川の汚濁防止や周囲への悪臭の軽減が図られましたので、

今後は、その適正な維持管理の指導に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 33：整備された堆肥処理施設 
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4－1 目標：村の自然の状況を調査します。 

 

4－1－1 自然環境調査の実施（担当課：文化スポ－ツ課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

村の自然環境を把握・分析し、今後の自然環境保全・保護対策に生かすために、自然環

境の調査を数年毎に実施し、その結果を広くお知らせします。 

    

（２）実施状況 

「滝沢村野生生物分布調査報告書」を平成 18年 3月に刉行いたしました。報告書は滝沢

村立湖山図書館で閲覧できます。 

また、「滝沢村野生生物分布調査報告書」の分布図は、村ホームページの「滝沢村環境マ

ップ」でご覧いただけます。 

 

■参考：滝沢村ホームページ「野生生物分布図」について 

URL ：http://www.vill.takizawa.iwate.jp/contents/kmap/index_yasei.htm 

    

（３）評価と今後の取り組み 

今後、この報告書をベースに１０年位を目途に調査を実施し、村の自然環境の変化を把

握することが望まれます。また、この成果を広く住民に知らしめ、還元するために執筆者

を講師に講座を開催し、村の自然環境を理解してもらうことによって、自然保護に対する

意識の醸成が図られると考えます。 

 

 

 

4－1－2 水源かん養保安林の保護（担当課：農林課） 

平成２２年度の具体的な取り組みはありませんでしたが、水源かん養保安林は、水源地域の森

林を保護する目的で森林法によって指定されます。 

機能としては、その流域に降った雨を蓄え、ゆっくりと川に流すことで、安定した川の流れを

保ち、洪水や渇水を緩和する働きがあります。また、きれいで美味しい水を育む効果もあります。 

滝沢村には、水源かん養保安林が５９９ha指定されており、その機能を保護、維持されていま

す。 

 

 

 

4－1－3 水生生物調査の実施（担当課：環境課） 

   （詳細は、資料集■ページに掲載しています） 

（１）事業内容及び指標等 

滝沢村における自然環境の実態を把握するために、特に水質環境に影響を受けやすい河

川底生生物に着目して、村内２地点において調査を実施します。 

 

http://www.vill.takizawa.iwate.jp/contents/kmap/index_yasei.htm


重点施策４ 自然環境 

 60 

（２）実施状況 

河川底生生物調査では、コドラード（方形枠）を用いた定量採集と調査地点内のさまざ

まな場所で採取を行う定性採集の２つの調査方法により底生生物を採取し、これを室内で

同定して種の確認を行いました。また、夏季１回、冬季１回の計２回の調査を実施しまし

た。 

巣子川本流については、水質階級Ⅰを示し、自然度の高い河川の寡占の指標的昆虫であ

るヒメドロムシも確認されており、河川環境は健全であるといえます。 

巣子川支流については、確認された水生生物相をみると、貝類やミミズ綱が大半を占め、

カゲロウ目やトビゲラ目等の河床の小さい石と小さい石の隙間を利用する生物が僅かであ

ったことから、河床には砂泥や浮遊物質等が多く堆積していることが推察されます。 

 

図５：河川底生生物調査実施地点 

 

 

表 30：河川底生生物調査 調査手法  

調査方法 実施目的 調 査 手 法 

定量採集 
底生生物の数量を偏

りなく把握する。 

流れが速く干上がらない程度の水深の川底に、コドラート

（方形枠）付きのサーバーネットを設置し、コドラート内

の川底にいる全ての底生生物を採集した。 

定性採集 
底生生物の生息種を

偏りなく把握する。 

河岸、抽水植物内、早瀬、淀み等、様々な物理環境におい

て、ハンドネットを用いて、2名で 1時間程度の採集を行

った。採集した底生生物は 1サンプルにまとめた。 
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表 31：採取方法別器材 

調査方法 調 査 器 材 実 施 状 況 

定量採集 

 コドラート付サーバーネット 

（25cm×25cm） 

コドラート 

  

定性採集 

 ハンドネット 

  

 

 

表32：河川底生生物調査結果 

調査地点 季節 
水質判定結果 

生息する魚類の例 
総合判定 水質階級 

巣子川－本流 
夏季 Ⅰ．貧腐

ひんふ

水性
すいせい

 きれい ヤマメ、イワナ 

冬季 Ⅰ．貧腐
ひんふ

水性
すいせい

 きれい アユ、ウグイ 

巣子川－支流 
夏季 Ⅱ．β－中腐

ちゅうふ

水性
すいせい

 ややきたない フナ、コイ 

冬季 Ⅱ．α－中腐
ちゅうふ

水性
すいせい

 ややきたない ライギョ、ナマズ 
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表 33：発見された指標的昆虫 

科 名   ・種 名    

 

 

ヒメドロムシ科  ケスジドロムシ 

生態の概要 

・小型の甲虫。体表は栗褐色で楕円形をしており成

虫の体長は 5mm程度。 

・本州に分布し、岩手県では馬淵川中流、雫石川下

流等で確認されている。 

・河川の砂礫底に生息し、泥底等の淀みではみられ

ない。また、土のある岸辺では認められるが、コ

ンクリート護岸の水路ではみられない。 

・自然度の高い河川の指標的昆虫として重要である。 

・護岸工事等による自然的河岸の消失や濁水流出等

による水底の泥質化が生息環境に大きな影響を与

えることが予想される。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

河川底生生物調査により、巣子川の本流及び支流における河川環境の現況が把握できま

した。 

巣子川本流については、健全な河川環境の維持が確認されました。巣子川支流について

は、河床には砂泥や浮遊物質等が多く堆積している可能性があることがわかりました。 

今後は、巣子川支流について、河川環境の動向の監視するとともに、堆積物の減少が図

られるような活動を推進していきたいと考えています。 

 

 

 

4－1－4 農地、緑地の保全（担当課：農林課） 

（１）事業内容及び指標等 

環境と調和するような農地、緑地の保全に努めるため、農業振興地域の整備に関する法

律（農振法）、農地法ほか関連法律等により、乱開発の防止と優良農地の確保に努めます。 

また、災害等で被害を受けた農地を耕作可能な状態に復旧するための支援を行っていま

す。 

    

（２）実施状況 

平成２２年度は９か所の農業施設災害がありました。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

農業振興地域の整備に関する法律（農振法）、農地法をほか関連法律等による、乱開発の

防止により優良農地保全に努めました。 

表 34：農業施設災害復旧箇所数 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

災害復旧箇所 0 11 0 0 9 

5mm 
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4－1－5 公共施設の緑化１（担当課：河川公園課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

施設利用者に快適な環境を提供するため、滝沢総合公園、盛岡西リサーチパーク公園及

び小諸葛川せせらぎ水路内の植栽物の管理と植栽を行います。 

・管理…公園内概ね全域の植栽物の剪定・施肥・除草等 

・植栽…ハーブの植栽（滝沢総合公園ハーブ園内） 

 

（２）実施状況 

管理については、業者に委託発注し、契約のとおり履行されており、良好な管理が実施

できました。また、ハーブ園の植栽についても、ハーブサークルの協力により、当初計画

のとおり実施しました。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

村民をはじめとする多くの来園者に快適な環境を提供することができました。 

現在は業者が主体となっている植栽管理についても、今後は、住民参加の手法を取り入

れていく必要があると考えます。 

また、街区公園についても、自治会等の地域の団体との管理協定の締結を推進すること

により、住民参加による公園の緑化を進めています。 

 

 

 

写真 34：ハーブ園の管理 

 

 

 

 

ハーブサークル「ハーブを愉しむ会」が総合公園

ハーブ園の管理をお手伝いしています。  

総合公園でのハーブの植栽作業 
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4－1－6 公共施設の緑化２（担当課：道路課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

公共施設の緑化（新設道路への植栽）を行います。 

 

（２）実施状況 

表 35：新設道路への植栽実施状況 

 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 計 

植栽 

本数 
（30） 0 （200） 0 62 0 292 

植栽 

樹木 

ドウダン 

ツツジ 
 

ドウダン 

ツツジ 
 

オオヤマ 

ザクラ 
  

※17、19年度は工事により撤去した分を移植 

※21年度は都市計画課施行分 

 

（３）評価と今後の取り組み 

平成２２年度は、植栽が適する道路建設等がありませんでした。 

この取り組みは、環境緑化を推進する上で効果があり、新規事業があれば適切な樹種を

選定し実施していくとともに、環境の保全に努めていきます。 

 

 

 

4－1－7 森林の維持保全（担当課：農林課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

森林の基本的機能は、水源かん養、山地災害防止、生活環境保全、保健文化、木材等生

産の各機能であり、その機能を維持保全するために、造林、間伐、下刈、除伐等の施業を

実施します。 

森林の各機能を高度に発揮させるため、育成単層林における保育・間伐の推進、人為と

天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の整備、天然生林の的確な保全・管

理等により、重視すべき機能に応じた多様な森林資源の整備を図ることとします。 

    

（２）実施状況 

表 36：民有林の施業状況 

 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

造林面積（ha） 3.36 2.67 2.67 0.55 2.22 

間伐面積（ha） 3.24 23.61 33.40 33.27 33.30 

下刈面積（ha） 6.61 10.76 7.18 7.48 14.20 

除伐面積（ha） 33.43 0.39 0 2.94 7.94 

施業面積計（ha） 46.67 37.43 45.08 44.24 57.94 
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（３）評価と今後の取り組み 

施業面積については、林業の抱えている構造的な要因（外来材による木材価格の低迷、

森林所有者の高齢化に伴う施業減等）に起因していると考えられます。 

一方、利用可能な林齢に達した森林は増加しており、木材等林産物を再生可能資源とし

ての重要性を見直す機運も高まりつつあります。この林業振興の高まりと併せて森林に期

待される各機能の高度発揮の重要性を広く一般に啓発し、あらゆる人の理解を得ていくこ

とが重要であると考えます。 

 

 

 

4－1－8 透水性舗装の敷設（担当課：道路課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

事業名  巣子駅地区まちづくり交付金事業（都市計画課施行分） 

場 所  滝沢村滝沢字巣子（都市計画道路巣子駅線道路築造工事） 

内 容  歩道 （両側設置：平均値） 

※繰越事業となったため実施状況は、平成 23年度に計上予定   

 

（２）実施状況 

表 37：透水性舗装施工実績 

   平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 計 

施工延長 

（ｍ） 
620.7 262.0 892.0 773.0 0 4,165.7 

 

（３）評価と今後の取り組み 

従来の構造では、降雨時に歩道舗装面の雨水が側溝を通り河川へ流出していましたが、透

水性舗装としたことにより地下に浸透し、自然に近い状況となっていることから、今後も、

適切な施工に努めていきます。 

 

 

 ～ メモ ～ 

 

●透水性舗装とは？ 

道路や歩道を間隙の多い素材で舗装して、舗装面上に降った雨水を地中に浸透させる舗装方

法。地下水のかん養や集中豪雨等による都市型洪水を防止する効果があるため、主に、都市

部の歩道に利用されることが多いです。 

また。コンクリート舗装に比べて太陽熱の蓄積をより緩和できるため、ヒートアイランド現

象の抑制の効果もあります。 
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4－2 目標：自然保護の大切さについての学習を進めます。 

 

4－2－1 環境教育、環境学習の推進（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

自然環境保護の大切さを学ぶことを目的とした環境フォーラムを実施します。 

    

（２）実施状況 

小学４年生から６年生までを対象とした、星座の起こりや望遠鏡の歴史を学びながら、

星空の観察に適した滝沢村の自然環境の保護について考える環境フォーラムを企画し、参

加者を募集しました。 

※東日本大震災発生のため、開催中止。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

今後も、自然保護に関する学習会やフォーラムを企画し実施していきたいと考えていま

す。 

 

 

 

4－2－2 水生生物調査の実施～調査を通じた学習（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

身近な河川の水質の状況を認識し、調査活動を通じ水質保全意識のかん養を図ることを

目的に、雫石川支流における河川の調査活動を実施します。 

 

（２）実施状況 

雫石川の支流である市兵衛川にて、滝沢東小学校４年生児童５１名（２クラス）と河川

底生生物調査を実施しました。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

例年、環境課で行う河川底生生物調査を小学校の協力のもと、４年生児童と一緒に実施

しています。この調査活動は環境学習の取り組みとして、継続していきたいとで考えてい

ます。
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写真 35：河川底生生物調査 
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5－1 目標：ごみの減量化を図ります。 

 

5－1－1 ごみ減量の推進（担当課：環境課） 

 

（１）事業内容及び指標等 

家庭から排出される厨芥類
ちゅうかいるい

（生ごみ）の減量化及び資源化とその啓発を図ることを目的

に、生ごみ処理容器と電動生ごみ処理機の購入に対し補助事業を実施していましたが、平成

１７年度をもって補助事業は完了しました。 

 

（２）実施状況 

これまでに各家庭に設置された生ごみ処理容器と電動生ごみ処理機は次のとおりです。 

表 39：生ごみ処理容器、電動生ごみ処理機設置台数 

 累計台数 補助事業開始 補助事業終了 

生ごみ処理容器 １，４９４台 平成 ３年度 平成１５年度 

電動生ごみ処理機 ２８１台 平成１４年度 平成１７年度 

 

（３）評価と今後の取り組み 

この補助事業により、年間約１５３トンの生ごみが各家庭で処理されたことになります。

補助世帯が全世帯の約１割となったため、事業の目的であるごみの減量化・資源化の普及・

啓発が図られたと考えています。 

しかし、清掃センタ－に排出されているごみを分析すると、水分が約半分を占めていると

いう結果になることから、今後も、家庭から排出される厨芥類（生ごみ）の減量化及び資源

化の啓発に努めていきたいと考えています。 

 

 

 

5－1－2 リサイクル率の向上（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

ごみの減量と再利用、再資源化を推進するため、資源回収事業を行います。また、ストッ

クヤードを設置する自治会等に対して補助事業を実施します。 

 

（２）実施状況 

清掃センターに搬入されたごみから資源として再利用・再資源化できるものを回収し、リ

サイクルの向上を図りました。 

また、地域でリサイクル活動に取り組みやすくするため、ストックヤードを設置する自治

会等に対して補助事業を実施しました。平成２２年度は２自治会、２施設に対して補助を実

施しています。 
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単位：ｔ 

表 40：①直接資源化量（清掃センターに搬入されたごみから回収された資源物） 

品目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21 年度 平成 22年度 

鉄屑・鉄プレス 369 356 306 324 316 

アルミプレス 42 61 66 77 86 

古紙 851 976 982 1,015 1,009 

古繊維 33 25 31 39 33 

びん 25 26 24 22 20 

カレット 514 513 448 449 417 

ペットボトル 143 119 131 137 139 

合計 1,977 2,076 1,988 2,063 2,020 

 

表 41：②施設処理に伴う資源化量（ごみの溶融処理後に発生する資源物） 

品目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21 年度 平成 22年度 

スラグ 1,920 2,006 2,950 2,407 2,163 

メタル 327 363 456 411 363 

合計 2,247 2,369 3,406 2,818 2,526 

 

表 42：③集団資源回収量（自治会、子ども会等が資源物の取引業者へ引き渡した資源物） 

品目 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21 年度 平成 22年度 

びん 36 32 26 24 19 

金属類 39 42 48 72 54 

古紙・古繊維類 960 993 969 1,036 858 

その他雑びん類 1 1 1 1 6 

合計 1,036 1,068 1,044 1,133 937 

 

表 43：④リサイクル率 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21 年度 平成 22年度 

ごみ排出量(ａ) 
17,290 17,161 16,783 17,218 17,317 

総ごみ排出量(ｂ) 

（ａ+③） 
18,326 18,229 17,827 18,351 18,254 

総資源化量(ｃ) 

（①+②+③） 
5,260 5,513 6,438 6,014 5,483 

リサイクル率 

（ｂ÷ｃ） 
28.7 30.2 36.1 32.8 30.0 
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表 44：ストックヤード設置実績 

平成１８年度 ３自治会  ３施設 

平成１９年度 ５自治会  ５施設 

平成２０年度 ２自治会  ２施設 

平成２１年度 ３自治会  ３施設 

平成２２年度 ２自治会  ２施設 

合計 １５施設 

   

（３）評価と今後の取り組み 

前年度と比較して、リサイクル率は 2.8ポイント下降する結果となりました。 

ごみの減量と再利用、再資源化をすすめるために、今後も事業を継続していくとともに、

さらにリサイクル推進を推進するための周知活動へも取り組みたいと考えています。 

 

 

 

5－1－3 集団資源回収活動の推進（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

資源の有効利用に対する意識の高揚とごみ減量のために実施する資源の集団回収活動の

促進を目的として、資源回収活動の実施団体に奨励金を交付します。 

 

（２）実施状況 

資源回収活動の実施団体に、奨励金を交付しました。 

また、子ども会育成会や自治会等を対象として、事業の説明を実施し、資源回収活動の普

及に努めました。 

 

表 45：集団資源回収奨励金交付実績 

 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21 年度 平成 22年度 

登録団体数 126 127 126 134 132 

実施団体数 124 120 124 129 130 

実施回数 548 510 524 632 673 

奨励金（円） 5,563,571 5,725,222 5,635,749 6,095,676 5,628,509 

回収量（ｔ） 1,036 1,068 1,044 1,133 937 

 

 

（３）評価と今後の取り組み 

資源の回収量と奨励金の交付額は減尐しましたが、回収活動を実施した団体数と回収活動

の実施回数は増加していることから、資源の再利用についての意識が高まっていると考えら

れます。 
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5－1－4 地域清掃活動の推進（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

各家庭や事業所において、日常の清掃では清潔を保持しにくい所を重点的に、地域ぐるみ

で清掃することにより、清潔で住みよい生活環境を築くことを目的として、「クリーンたき

ざわ運動」を実施します。 

    

（２）実施状況 

春の環境美化月間、秋の環境美化週間を設定し、地域での一斉清掃を実施しました。一斉

清掃に使用するごみ袋を自治会等へ配布し、清掃により集められたごみの収集を実施しまし

た。 

また、この期間に実施された清掃のほか、ボランティアなどで清掃していただき、集めら

れたごみの収集も実施しました。 

 

表 46：「クリーンたきざわ運動」実施内容 

 期間  実施内容 

春の環境美化月間 5/11～ 6/10 

・日頃清掃の行き届かない所の清掃  

・公園、道路側溝、河川等の清掃  

・ごみ集積所内と周辺の清掃強化  

・空き缶等の回収や散乱防止の呼びかけ  

・ごみの分別徹底  

・ポイ捨て防止の呼びかけ  

秋の環境美化週間 9/24～ 10/1 

 

表 47：地域清掃実績 

 平成 18 年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

参加人数 17,322 18,494 20,468 24,708 15,789 

実施回数 115 154 152 158 170 

    

（３）評価と今後の取り組み 

地域の一斉清掃への参加人数は減尐しました 

が、清掃の実施回数は増加しました。地域の環 

境美化に対する意識は高まっていると考えられ 

ますが、より多くの方が活動に参加できるよう 

に、事業について更なる周知を図っていきたい 

と考えています。 

 

 

写真 36：河川周辺の草刈り活動  
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5－2 目標：ごみの不適正処理を止めさせます。 

 

5－2－1 環境巡視員の配置（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

不法投棄の監視、撤去、指導と、環境美化に対する意識の高揚を図ることを目的に、環

境巡視員を配置し、村内の巡視を実施します。 

 

（２）実施状況 

村内巡回による不法投棄の巡視及び調査のほか、産業廃棄物処理場への立ち入り調査など、

ごみの不適切処理を発見するとともに、その指導を実施しました。 

家電リサイクル法により、処分する場合リサイクル料金を負担しなければならない家電製

品が、適正に処分されなかったため、村がリサイクル料を負担し処理を行ったのは、ブラウ

ン管式テレビ１４台と冷蔵庫１台でした。 

 

表 48：不法投棄物の状況 

 平成 18年度 平成 19 年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 

不法投棄物重量 5,580㎏ 3,970㎏ 3,290kg 5,900kg 1,790kg 

警察への通報 5件 8件  0件  1件  0件 

 

（３）評価と今後の取り組み 

例年、悪質なものは警察に通報するなど不適正処理の防止に努めていますが、ごみの不適正

処理を止めさせるために、今後も継続して事業を展開していく必要があります。 

※不法投棄した場合、５年以下の懲役または 1,000 万円（法人には１億円まで加重ができる）以下の罰金に

するなど、厳しい罰則が設けられています。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第２５条） 

 

 

 

5－2－2 ポイ捨て防止の啓発（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

環境美化に対する意識の高揚を図るため、ごみのポイ捨て防止の啓発を実施します。 

 

（２）実施状況 

啓発看板を作成し、自治会などの要望を受け配布・設置しました。 

 

（３）評価と今後の取り組み 

ごみのポイ捨てを止めさせるために、今後も継続して事業を展開していく必要があります。 
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5－2－3 ごみの野焼きの禁止啓発（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

野焼きや小型の焼却炉でのごみの焼却が、ダイオキシン発生の原因の大きな要因の一つと

されています。このため、平成１６年４月１日から家庭ごみの野外焼却が禁止されました。

ごみの野焼きの禁止啓発と家庭用小型焼却炉の回収に努めます。 

 

（２）実施状況 

・広報チラシの配布 （公共機関窓口） 

・広報ポスターの掲示 （  〃   ） 

・個別指導     （平成２２年度：１０件、平成２１年度：８件） 

・「広報たきざわ」に野外焼却禁止の啓発と小型焼却炉の無料回収の掲載 

 

（３）評価と今後の取り組み 

小型焼却炉の無料回収を実施しています。平成２２年度の申し込みはありませんでした。

（平成１６年１１月から累計で２３６個を回収） 

ごみの野焼きの禁止の啓発のために、今後も継続して事業を展開していく必要があります。 

 

 

 
～ メモ ～ 

 

●ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）をまとめて

ダイオキシン類と呼んでいます。呼吸や食物を通して人の体内に摂取されることにより、発ガ

ンなど健康への影響が懸念される物質です。 

 

※簡易な焼却炉や野外でのごみ焼却は、完全燃焼が難しいため、ダイオキシン類の発生を抑えるこ

とができません。このため、これらの焼却方法を禁止する「県民の健康で快適な生活を確保するた

めの環境の保全に関する条例」が平成１３年に制定され、平成１６年に規制が施行されました。 
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5－2－4 ペットのフン害禁止の啓発（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

道路や公園などをペットのフン害から守るために、ペットフン害禁止の啓発に努めます。 

 

（２）実施状況 

希望する自治会等へ啓発用看板を配布し設置してもらうとともに、チラシの提供を行い地

域へ配布していただきました。また、広報へ啓発内容の掲載を実施しました。 

犬の飼い主の正しい飼育管理とモラルの向上を図るため、犬の飼い方教室を開催しま

した。 

                      

（３）評価と今後の取り組み 

ペットのフン害禁止の啓発のため、広報や看板、チラシ等による周知を図っていますが、

今後も飼い主のモラルの維持・向上のために、今後も啓発活動を継続して展開していきたい

と考えています。 

 

 

写真 37：犬の飼い方教室 
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5－3 目標：地球環境問題についての学習を進めます。 

 

5－3－1 地球温暖化防止の啓発（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

地球環境の現状について情報提供を行い、環境への負荷を減らすために、地球温暖化防止

の啓発活動を行います。 

 

（２）実施状況 

岩手県環境アドバイザーと県環境学習交流センター職員を講師として「エコ教室」を開催

しました。料理や家事の方法の工夫、エコキャンドルやマイ箸の製作を通じて、地球温暖化

防止を考えました。 

また、啓発活動として、岩手県が作製したパンフレットを役場の窓口などに備えて周知を

図り、たきざわ環境パートナー会議と協働で、広報などを活用しながら啓発活動を行いまし

た。なお、岩手県の活動については、岩手県のホームページでご覧いただけます。 

 

■参考：岩手県ホームページ「温暖化・エネルギー」について 

URL：http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=2651&ik=1&pnp=50&pnp=2651 

 

    

 写真 38：エコ教室① エコクッキング     写真 39：エコ教室② エコキャンドルづくり 

 

写真 40：エコ教室③ マイ箸づくり 

 

http://www.pref.iwate.jp/info.rbz?nd=2651&ik=1&pnp=50&pnp=2651
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（３）評価と今後の取り組み 

今後も、広報へ啓発記事を掲載する等、より積極的な啓発活動と、公共の場における省エ

ネ機器の導入等を展開していきたいと考えています。 

 

 

 

5－3－2 エネルギー教育の実施（担当課：環境課） 

（１）事業内容及び指標等 

エネルギー消費によっておこる温室効果ガスの発生の問題や、原油などのエネルギーに利

用される資源には限りがあることから、エネルギーの有効利用などについての教育に取り組

みます。 

 

（２）実施状況 

出前講座で啓発活動に努めています。（※詳しくは３３ペ－ジに掲載しております）。 

    

（３）評価と今後の取り組み 

今後も、新エネルギーについての情報収集にも努め、広報へ関連記事を掲載するなど、教

育的な活動に努めていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

～ メモ ～ 

 

●地球温暖化問題とは？ 

太陽から地球に降りそそぐ太陽光は､大気を通過して地表に到達し、地表面を温めます。一方、

温められた地表面は、太陽光エネルギーを赤外線として宇宙空間へ向けて放射しますが、大気

中には地表面から放射された赤外線を吸収する水蒸気や二酸化炭素、メタンなどの気体がある

ため、大気は赤外線を吸収して温まります。 

このように大気中に赤外線を吸収する気体を「温室効果ガス」といい、このガスにより地表付

近の大気が温められていることを「温室効果」といいます。 

近年、産業活動が活発になり、二酸化炭素などの温室効果ガスが大量に排出され、温室効果ガ

スの大気中の濃度が高まり、宇宙空間への赤外線放射が妨げられると、地表付近の温度は上昇

します。この温度上昇が気候の変動を引き起こし、異常気象の多発など様々な影響を及ぼし始

めています。 
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